
                   主　　　　文
  １　原告らの請求をいずれも棄却する。
  ２　訴訟費用は原告らの負担とする。
                    事実及び理由
第１　請求
  １  被告は原告らそれぞれに対して，別紙請求金額目録「請求金額」欄記載の各
金員及びこれに対する平成１１年６月２９日から支払済みまで年５分の割合による
金員を支払え。
  ２  訴訟費用は被告の負担とする。
  ３  仮執行宣言
第２　事案の概要等
      本件は，平成１１年６月２９日，新湊川の洗心橋付近で発生した溢水（以
下，これを「本件溢水」という。）によって浸水被害を受けた原告らが，河川管理
者である被告に対し，河川改修工事における河川管理の瑕疵を主張して，国家賠償
法２条１項に基づき，原告らそれぞれが被った損害の賠償及びそれら各損害に対す
る本件溢水が発生した日である平成１１年６月２９日から支払済みまで民法所定年
５分の割合による遅延損害金の支払いを求めた事案である。
  １　前提となる事実（証拠により認定した事実は末尾に証拠を掲げた。）
    (1)　新湊川流域
      ア　新湊川は，六甲山系西方に位置する再度山を源とする天王谷川が，中流
の菊水橋上流で石井川と合流して新湊川となり，会下山をトンネルで貫き，苅藻川
と合流して大阪湾に注ぐ，幹川流路総延長１３．１キロメートル，流域面積２９．
８８平方キロメートルの表六甲河川群の中で最大の河川である（乙１，１４，別紙
１－１参照）。
      イ　新湊川上流域（石井川）では，石井川トンネル上流で石井川と烏原川が
合流している（乙１，別紙１－１，１－２参照）。
      ウ　天王谷川の上流には，洪水調節用の治水ダムとして天王ダムが設置され
ており，石井川・烏原川合流点付近には，神戸市の管理する水道用水供給用の利水
ダムとして烏原貯水池が設置されている（乙１，別紙１－１，１－２参照）。
    (2)　原告ら
        原告らは，神戸市兵庫区内の肩書地で店舗を営業し，あるいは居住してい
た。
        原告らのうち，肩書地で店舗を営業していた者及びその業種・屋号は以下
のとおりである。
　　　　　原告　Ａ　　酒類販売「ａ」
　　　　　原告　Ｂ　　化粧品・婦人雑貨販売「ｂ」
　　　　　原告　Ｃ　　米穀販売「ｃ」
　　　　　原告　Ｄ　　寿司店「ｄ」
　　　　　原告　Ｅ　　銭湯「ｅ」
　　　　　原告　Ｆ　　喫茶店「ｆ」
　　　　　原告　Ｇ　　喫茶店「ｇ」
　　　　　原告　Ｈ　　喫茶店「ｈ」
　　　　　原告　Ｉ　　ペット販売店「ｉ」
    (3)  被告
        新湊川は，兵庫県知事が指定した２級河川であり，管理者は兵庫県知事で
ある（河川法１０条）。
    (4)　河川改修工事
        新湊川では，過去にも昭和１３年及び同４２年に大きな水害が発生し，河
川改修工事が実施されていた。このような中，平成７年１月１７日に発生した阪
神・淡路大震災で新湊川の苅藻川合流点から菊水橋上流の天王谷川・石井川合流点
までの間の護岸や会下山トンネルは，大きな被害を受けた。
        この復旧に当たっては，被災前の原形に復旧するだけでなく，新湊川水系
工事実施基本計画（昭和６０年建設大臣認可，以下「本件基本計画」という。）に
基づき，河積の拡大を図るほか，安全で快適な水辺空間の整備をも併せて行う平成
７年災河川災害復旧助成事業（以下「本件助成事業」という。）によって治水整備
が図られることとなり，これに基づき改修工事（以下「本件改修工事」という。）
が進められていた（乙１，１４）。
    (5)　平成１０年９月２２日の溢水



      ア　平成１０年９月２２日，台風７号の通過に伴い，午前８時ころから午後
４時ころにかけて，新湊川流域に多量の降雨があった（別紙７－２参照）。同日午
後２時１０分過ぎころには，当時改修工事を実施していた洗心橋仮橋の上流左岸側
から溢水が発生し，同日午後２時２０分過ぎころには，洗心橋仮橋の上流右岸側か
らも溢水し始め，最終的には，洗心橋仮橋上流から菊水橋下流に至る新湊川両岸の
約１５０メートルの区間から溢水が発生するに至った（別紙２の赤色矢印参照。以
下，これを「第１次溢水」といい，溢水が生じた箇所を「第１次溢水箇所」とい
う。）。
          第１次溢水当時には，本来出水時に撤去されるはずであった河道内の止
水壁褄部（河道工事中に工事区間に水が流れないようにし，流水を瀬替に誘導する
ための構造物）及び階段・手摺等の仮設工作物は，撤去されずに残存しており，こ
れが流下能力を低下させ，溢水を増加させた一因となった。
      イ　第１次溢水による氾濫流は，当時護岸に沿って設置されていたＨ型鋼２
段積みによる高さ約１メートルの水防柵の切れ目から市街地へ流出し，広範囲に浸
水被害をもたらした（別紙３参照）。
    (6)　本件溢水の発生
      ア  本件溢水当時の改修工事の進捗状況
          本件助成事業は早期完成を目指して，第１次溢水後も出水期（５月～１
０月）を含む「通年施工」で実施されていた。平成１１年６月２９日時点の兵庫工
区（菊水橋から会下山トンネルまでの工区）における改修工事の進捗状況は，兵庫
７工区（夢野橋下流左岸）及び夢野橋工区で護岸工事が行われるとともに，熊野橋
工区，氷室橋工区，兵庫５－１工区（洗心橋仮橋地点）で準備作業が行われていた
（別紙４の図参照）。
          このうち，兵庫５－１工区では，洗心橋の架け替え工事に伴い，同年４
月末までに完成した新橋に交通を切り替え，引き続き，護岸工事のため，付近の占
用物件の移転協議など準備作業が行われていたが，洗心橋仮橋の撤去とその橋台部
分の開削は行われていなかった。
      イ  水防柵等の設置
        (ア)　本件溢水当時，洗心橋新橋から菊水橋までの間の両岸には木製の水
防柵が設置されていた（別紙５－１，５－２参照）。そのうち，洗心橋新橋上流左
岸側の水防柵（以下「本件水防柵」という。）の構造は，約３メートル間隔で立て
られたＨ型鋼の支柱の間に，幅２５センチメートル，厚さ６センチメートルの木製
矢板を４枚上から落としたもので，支柱の基礎は，２５センチメートル四方，深さ
５０センチメートルの筒状の基礎ブロックを地中に埋め込んで，その中にＨ型鋼を
差し込むというものであった（別紙５－３，５－４参照，甲７）。
            また，洗心橋新橋両岸には角落し（出水時に橋梁部から溢水しないよ
う，護岸に沿って道路を遮断するような形で設置する仮設工作物）が設置されてお
り，その構造は，約３メートル間隔で立てられたＨ型鋼の支柱の間（支柱から支柱
までの間を１スパンという。）に，長さ２９５センチメートル，幅１５～１７セン
チメートル，厚さ６センチメートルの木製矢板を７枚上から落とすもので，支柱の
基礎は，上記水防柵と同様の筒状基礎ブロックを埋め込んで，その中にＨ型鋼を差
し込むというものであった（別紙５－３，５－５参照，甲８）
        (イ)　本件水防柵の支柱の基礎構造は，左岸道路に接している区間と同道
路から離れて洗心橋新橋角落しへ擦り付けるまでの区間とで異なっており，前者に
ついては，歩道コンクリートに基礎ブロックを埋め込んでコンクリート舗装と基礎
ブロックとを一体化するという構造であり（以下「歩道コンクリート部」という。
別紙５－４下段図参照），後者については，土の中に基礎ブロックを埋め込んで支
柱を立てるという構造であった（以下「土中埋込部」という。別紙５－４上段図参
照）。
            また，洗心橋新橋左岸側角落しについて，上流側１本のＨ型鋼の基礎
ブロックは土中に埋め込まれていたが，それ以外の支柱については，基礎ブロック
がアスファルト舗装に覆われていた（別紙５－５参照）。
      ウ  本件溢水当時の気象状況（別紙７－２参照）
          本件溢水当時は梅雨の時期であり，新湊川流域では平成１１年６月２３
日から同月２７日まで降雨があった（以下，これを「前期降雨」という。）。
          同月２９日朝，四国沖にあった梅雨前線は，低気圧の東進とともに北上
し，前線に向かって南から暖かく湿った空気が流れ込んだために，前線の活動が活
発化し，西日本一帯に大雨をもたらした。



          午前９時４０分，兵庫県南部に大雨・洪水注意報が発令され，午前１１
時４５分には大雨・洪水警報が発令された。
          午前１０時から午後１時にかけて，新湊川流域には，１時間当たり１０
ミリメートル程度の降雨が続き，午後２時から午後３時にかけて雨はいったん小康
状態になったものの，午後４時ころからは，再び強い雨が降り始めた。午後５時に
は新湊川流域の西側で降雨が１時間当たり４０ミリメートルに達し，その雨域が新
湊川流域に達した。新湊川流域では，午後５時ころから午後６時にかけて，１０分
間当たり１０ミリメートルを超える激しい降雨があった。
      エ  本件溢水の発生
          同日午後５時３２分ころ，洗心橋新橋上流左岸の水防柵（本件水防柵）
のうち土中埋込部約１８メートルが転倒して溢水が始まり，午後５時３９分ころに
は，洗心橋新橋左岸側角落し４スパンのうち，上流側１スパン及び下流側１スパン
の横矢板が相次ぎ流出して溢水が拡大した（別紙５－１参照。以下，洗心橋新橋付
近で溢水が発生した箇所を「本件溢水箇所」という。）。溢水が発生した工区は，
水防柵からの溢水が兵庫６工区，洗心橋新橋左岸角落しからの溢水が洗心橋工区で
あった（別紙４の図，５－１参照）。
          本件溢水箇所は第１次溢水においても溢水が発生した箇所の一部であっ
た。
          本件溢水により，原告らはいずれも床上浸水の被害を受けた。
  ２  争点
      本件の争点は，①河川管理の瑕疵の有無，②河川管理の瑕疵と原告らの損害
との因果関係，③原告らの被った損害額である。
    (1)  争点①（河川管理の瑕疵の有無）
    （原告らの主張）
        原告らが主張する河川管理の瑕疵の内容は，概略以下の４点である。
      <ア>　出水期（５月～１０月）に入るまでに洗心橋仮橋の撤去及びその橋台
部分の開削を実施し，洗心橋新橋の桁下を上げる（嵩上げ）などして，洗心橋付近
の流下能力の改善を図らなかったこと。
      <イ>　本件溢水箇所付近では，新湊川は西方（右岸側）に大きく湾曲してお
り，左岸側はカーブの外側の水衝部にあたることから，右岸に比べて水位が高くな
るにもかかわらず，護岸高や水防柵の高さを右岸よりも低いままにしていたこと。
      <ウ>　最も流下能力の低い本件溢水箇所の水防柵（土中埋込部）の基礎を脆
弱な構造のまま放置したこと。
      <エ>　本件溢水当日も，水防柵や角落し部分の補強は十分可能であったにも
かかわらず，土のうによる水防柵や角落しの補強などを怠ったこと。
        具体的には以下のとおりである。
      ア  河川管理の瑕疵<ア>について
        (ア)　出水期に入るまでに洗心橋仮橋の撤去及びその橋台部分の開削を行
わなかったこと
            本件助成事業として，兵庫工区では，河床を掘り下げ，両岸を開削
し，新たにコンクリート護岸を設置するという改修工事が行われていた。
            洗心橋新橋から菊水橋にかけての区間は，平成１１年４月末までに河
床の掘り下げを残して，両岸の護岸工事はほぼ完了し，洗心橋新橋も完成して供用
が開始されていた。
            しかし，本件溢水当時，本件溢水箇所からすぐ下流の兵庫５－１工区
では，洗心橋仮橋の撤去とその橋台部分の開削工事が完了していなかったことか
ら，同地点の河幅が上下流に比して狭くなっており，同地点の流下能力は兵庫工区
の中で最も低かった（別紙４の表のケース「２」欄参照）。
            第１次溢水における新湊川浸水災害調査委員会（以下「第１次溢水調
査委員会」という。）は，平成１０年１２月２８日，新湊川浸水災害調査報告書
（以下「第１次溢水調査報告書」という。）をまとめ，その中で「今後の工事のあ
り方」として，過去の実績において５月も降雨が多いことから，出水期を「５月か
ら１０月まで」とすること，出水期の工事は，河道において従前の流下能力以上を
確保した仮設計画のもとに行うこと等の提言があった。
            よって，被告は，出水期を前にして早期に洗心橋仮橋の撤去とその橋
台部分の開削を完了すべきであったのに，これを放置した。
        (イ)　洗心橋新橋の嵩上げを行わなかったこと
            洗心橋新橋の橋桁部分を持ち上げて桁下を上げれば，流下能力はさら



に向上したはずであり，洗心橋付近の流下能力の改善を図ることは容易にできた。
事実，被告は本件溢水後の平成１２年４月に洗心橋新橋の桁下を上げる工事をし
て，同橋の嵩上げを実施している。
            しかるに，被告は，平成１１年の出水期に入るまでに，このような流
下能力の向上のための方策を採らなかった。
        (ウ)　以上のように，被告は洗心橋仮橋付近の流下能力を第１次溢水時か
ら何ら改善せず，低いまま放置したのであり，これは河川管理の瑕疵にあたる。
      イ  河川管理の瑕疵<イ>について
          本件溢水箇所付近では，新湊川が西方（右岸側）に大きく湾曲してお
り，左岸側はカーブの外側に当たり，平常時でも遠心力により右岸に比べて水位が
高くなる。その上，左岸が上流からの流れの水衝部にあたることから，増水時には
右岸に比べて左岸の水位が相当高くなる（それ故本件溢水も左岸側だけで生じ
た。）。
          ところが，本件溢水箇所にあたる№１１４地点（別紙５－１参照）では
左岸の護岸高が右岸のそれよりも約７０センチメートルも低く，被告はこれを放置
していた。
      ウ　河川管理の瑕疵<ウ>について
          本件改修工事前，洗心橋上流左岸側（本件溢水箇所）には，水位が護岸
高を超えても直ちに溢水が生じないように，護岸に沿って護岸天端から高さ約１メ
ートルほどのコンクリート製パラペットが築かれていた（以下，これを「既設パラ
ペット」という。）。この既設パラペットは「特殊堤」であり，洪水防止機能を担
っていたものであるが，本件改修工事に先立ち撤去されていた。
          その後，第１次溢水が発生したことから，第１次溢水調査委員会は，
「今後の工事のあり方」として「従前のパラペット高さを確保するため，工事現場
の周囲にはＨ鋼などによる水防柵を設置し，十分な余裕を確保する。」という基本
方針をまとめ，水防柵に溢水被害を極力小さくするための「余裕の確保」の役割を
担わせている。この点，確かに，本件水防柵は，改修工事期間中にだけ設置される
もので，恒久的なものではないが，既設パラペット撤去による溢水防止機能の低下
を補うものとして設置されたものであり，それ故，本件水防柵の高さは既設パラペ
ット高を基準に定められたのである。
          しかるに，本件水防柵（土中埋込部）は支柱を土中の基礎ブロックに差
し込むだけの構造であったために，溢れた水により基礎部分の土が洗われて転倒し
たのであり，およそ「水防活動の事前準備」としての役割さえ果たせない構造であ
った。
          このように，本件水防柵（土中埋込部）の基礎は，極めて脆弱なもので
あり，第１次溢水において当該箇所から溢水し，しかも，出水期に工事を実施する
にもかかわらず，被告はその基礎を強固なものにしなかったのであり，河川管理の
瑕疵があることは明らかである。
      エ　河川管理の瑕疵<エ>について
        (ア)　新湊川警戒態勢の不適用
            本件助成事業の区間では平成１０年１０月に工事請負業者の水防活動
を強化することを目的とした「新湊川警戒態勢」が定められた。そして，兵庫工区
では，本件溢水当日も次のように「新湊川警戒態勢」が適用された（別紙６参
照）。
            午前11:45 兵庫県南部に大雨洪水警報発令
            午後 0:30 「警戒準備」（工事中止，水防活動のための人員の配置，
一般土のうの準備）発令
                  0:50 各施工業者は各工事区間における土のう準備など新湊川警
戒態勢で定められた準備を完了 。
                  3:30 「警戒態勢」（既設護岸部の土のう積み実施，角落しの準
備，人員及び機械の配置，溢水に備えて土のうを備蓄）発令
                  4:00 各施工業者は土のう積みに着手し，主な工事箇所における
水防柵の補強と開口部の閉鎖完了。
                  5:10 「警戒出動」（橋梁通行止め，角落し設置，溢水危険箇所
に土のう積み実施）発令
            このような本件溢水当日における新湊川警戒態勢の適用からすれば，
仮に本件溢水箇所に同態勢が適用されていれば，本件溢水当日も午後０時３０分に
土のうの準備が始まり，午後３時３０分には水防柵を補強するための土のう積みが



始まり，午後４時ころには完了していたはずである。しかるに，実際には，本件溢
水箇所は新湊川警戒態勢の適用対象外とされていたため，かかる措置が採られない
まま，水防活動が遅延したのである。
            この点，被告は，本件溢水当時，本件溢水箇所では現実に改修工事が
行われていなかったから，本件溢水箇所に新湊川警戒態勢を適用しなかったと主張
する。しかし，本件溢水箇所からすぐ下流の兵庫５－１工区では，洗心橋仮橋の撤
去及びその橋台部分の開削工事が残っており，これら工事の請負契約は既に締結さ
れ，請負業者が着工の準備を行っていた。また，洗心橋新橋から菊水橋にかけての
上流部分についても河床の掘削工事は未了で，工程の都合で一時工事が中断してい
たに過ぎない。しかも，洗心橋仮橋地点は従前に比べて流下能力が低下し，本件溢
水当時は，兵庫工区のうち最も流下能力が低かったのである。
            とするならば，被告が工事を実施するにあたって設定した「兵庫工
区」という一連区間の工事全体が完了していない以上，一連区間全体について新湊
川警戒態勢が適用されるべきであり，一連区間の一部について工事が一時中断して
いるからといって，被告は水防責任を免れるものではない。
        (イ)　水防活動の遅れ
          ａ　本件溢水の予見可能性
              第１次溢水調査報告書では，第１次溢水時の防災活動の問題点とし
て，新湊川の流出特性から防災活動の着手が遅れたことが指摘され，水位だけでな
く上流の降雨量も防災活動の基準とすることや降水予報を活用すべきであることが
指摘された。かかる指摘からすれば，本件溢水当日においても，水位のみならず上
流の降雨量及び降水予報等の各データにも注意すべきであり，以下のとおりこれら
各データを十分注意していれば，本件溢水を予見することは可能であった。
          ｂ  河川水位について
              第１次溢水は，菊水橋地点の水位が１．４４メートルに達した後に
急上昇して溢水が始まったが，本件溢水では溢水開始から１時間半以上も前の午後
３時５０分に，同水位が既に１．６４メートルに達し，その後も漸増している（別
紙７－１参照）。
          ｃ  降雨について
              降雨についても，第１次溢水開始時の累加雨量が８８．８ミリメー
トルであった（別紙７－２参照）ところ，本件溢水当日の累加雨量は，午後３時１
０分過ぎに既に６０ミリメートルを超え，その時点での雨量情報により，新湊川流
域にはさらにまとまった降雨が予想され，上流にある天王ダムの１時間当たりの降
雨量も，午後３時１０分から午後４時１０分までの間に合計３４ミリメートルに達
している。
              加えて，第１次溢水と異なり，本件溢水では，溢水当日までに１週
間にわたって降雨（前期降雨）があった。
          ｄ　以上からすれば，被告において本件溢水を予見することは可能だっ
たのであり，第１次溢水も本件溢水箇所付近で発生していることからすれば，本件
溢水箇所に新湊川警戒態勢が適用されていなかったとしても，被告としては，河川
管理者として自ら早期に水防活動を実施すべきであった。
              しかるに，被告は，本件溢水当日も午後５時１４分に至るまで，本
件溢水箇所につき何らの水防活動の指示もせず，同時点でようやく，他工区の施工
業者に本件溢水箇所への土のう積みを要請したが，左岸側への土のう積みは間に合
わず，同箇所からの溢水を防止できなかったのであり，角落しの補強についてもこ
れを怠ったのである。
              よって，被告が水防活動を怠ったことは明らかであり，これは河川
管理の瑕疵にあたる。
    （被告の主張）
      ア　河川管理の瑕疵<ア>について
        (ア)　洗心橋仮橋の撤去及びその橋台部分の開削について
            本件溢水当時，洗心橋仮橋の撤去及びその橋台部分の開削工事がなさ
れていなかったことは認める。しかし，本件溢水当日までに同工事を完成させるこ
とは以下のとおり不可能であり，河川管理の瑕疵については争う。
          ａ  建設工事請負契約締結に要する手続
              平成１１年４月２８日に洗心橋新橋の供用を開始した後，早期に洗
心橋仮橋の撤去と護岸開削工事を行うべく，被告は同年４月中から設計図書の作成
準備にとりかかり，連休を挟んだ５月中旬から順次，設計図書の内部決裁，入札手



続等を進め，見積期間（原則として１５日以上）を確保した上で，同年６月９日に
工事請負業者と建設工事請負契約を締結した。
          ｂ　占用物件の移設に要する手続
            (ａ)　洗心橋仮橋橋台部分の開削に当たっては，左岸側の護岸付近に
あると考えられた占用物件（関西電力，ＮＴＴ，大阪ガス，神戸市上水道及び下水
道）を移設することが必要であったため，請負契約締結の翌日（同年６月１０日）
に各占用者に対して工事を行う旨の通知を行った。
                その後，工事請負業者の作成する当該工事の仮設方法等に関する
施工計画案を基に，各占用者と協議し，各占用者による現場立会（同年７月１０日
前後）を経て，その約１０日後の同年７月２０日ころから占用者による移設工事が
開始され，同年７月３１日に占用物件の移設が完了したのである。
            (ｂ)　また，埋設物の移設は，本件改修工事の請負業者ではなく，各
占用者が行うのであるが，いずれの占用者も，現場立会後，移設のための内部手続
（工事費の見積り，移設工事を行うための業者の選定等）や利用者との調整（移設
工事に伴う停電や断水を行う日程調整等）を進める必要があったことから，被告の
一存で，占用物件をもっと早い時期に移設させることなど到底できなかった。
          ｃ　占用物件の移設以外に要する手続
              洗心橋仮橋の撤去及びその橋台部分の開削を担当する兵庫５－１工
区の工事請負契約は，同年６月９日に締結されたが，その落札を受けて初めて，工
事請負業者が施工計画の検討・作成，施工計画に沿った下請業者の選定，施工計画
で具体化された道路使用にかかる警察との協議，施工に際し必要な重機の手配等が
可能となる。
          ｄ　洗心橋仮橋の撤去及び仮橋の橋台部分の開削に要する工事
              以上の手続が完了してようやく，洗心橋仮橋の撤去及びその橋台部
分の開削に着手できるようになる。
              しかし，橋台部分を開削するには，橋台部分（左岸側の旧護岸）の
開削箇所からの崩落を防止するために，あらかじめ仮設土留め工として，鋼矢板に
よる土留め工を施しておく必要があったが，本件では地中に地盤の堅い層（Ｎ値５
０以上）があったことから，直接地盤に鋼矢板を打ち込む鋼矢板圧入工法を採るこ
とができず，鋼矢板を打ち込むための孔を先行掘りし，鋼矢板を打ち込む先行掘工
法を採る必要があった。そして，この先行掘りを行うためには特別な重機（アース
オーガー）が必要であり，この機械を現地で組み立てたり解体したりするための作
業スペースや，稼働させるための発電機，溶接機，ボンベ等の雑機材を設置するた
めのスペースも同時に必要であった。
              ところが，この付近の道路には既に工事用の資機材が置いてあり，
新たな機材を置くスペースがとれなかったことから，やむなく工事期間中に限り，
旧護岸及びその上の洗心橋仮橋を存置して，これらの機材を設置するためのスペー
スを確保していた。            そして，洗心橋仮橋及びその橋台部分を存置しつ
つ工事を進めた結果，平成１１年８月１９日に洗心橋仮橋の撤去とその橋台部分
（左岸側の旧護岸）の開削を終了することができたのである。
          ｅ  このように，兵庫５－１工区の工期については，同工区の全体工事
のうち，仮橋の撤去と橋台部分の左岸側護岸の開削という点だけを見ると，約３週
間で終了しているが，上記のとおり，契約手続に約１か月（準備期間を含めると約
２か月），占用物件移設のための協議を含めた準備手続に約２か月，実際の撤去工
事に約半月を要することから，洗心橋新橋の工事完了後に直ちに同工区の工事に着
手していたとしても，出水期に入るまでに同工区の工事を完了させることは不可能
であった。
              よって，出水期に入るまでに洗心橋仮橋の撤去とその橋台部分の開
削を完了しなかったことが河川管理の瑕疵にあたるとはいえない。
        (イ)  洗心橋新橋の嵩上げについて
          ａ　被告が平成１２年４月に洗心橋新橋の嵩上げを実施したことは認め
るが，本件溢水までにこれを実施しなかったことが河川管理の瑕疵にあたることに
ついては争う。
          ｂ　原告らが主張する被告が平成１２年４月に実施したという嵩上げ工
事は，橋梁を通行止めにした上で，道路と一体となっているアスファルト舗装及び
橋梁を固定しているアンカーボルトを切断し，橋桁を橋台から分離して，その分離
した橋桁（約２００トン）を６基の油圧ジャッキで約２メートル持ち上げ，これを
出水期間中保持するという極めて特殊な工事であり，その工法も一般的に知られた



ものではなく，原告らが主張するような容易な工事ではない。
              そもそも，一度完成した橋桁を治水対策のために橋台から分離して
持ち上げるなどということは通常行われず，本件溢水当時においても想定外であ
り，そのため第１次溢水調査委員会でも全く検討の対象になっていなかった。加え
て，本件溢水当時としては，むしろ，交通の確保が最優先の課題であったことなど
からすれば，本件溢水当時にかかる工事を行わなかったのは当然である。
              被告が同月に嵩上げを実施したのは，二度の溢水と本件溢水にかか
る新湊川浸水災害調査委員会（以下「本件溢水調査委員会」という。）における検
討結果を踏まえて，流下能力を確保するために，たとえごくわずかでも効果のある
対策は積極的に行うとの方針によるものである。
          ｃ　よって，かかる嵩上げ工事を行わなかったことをもって河川管理の
瑕疵にあたるとは到底いえない。
      イ  河川管理の瑕疵<イ>について
          本件溢水箇所の左岸側の護岸高が右岸のそれよりも低かったことは認め
るが，№１１４地点において溢水に影響のある高低差は７０センチメートルではな
く，右岸護岸高と左岸地盤高の差である５４センチメートルである。また，同地点
における左右両岸の水防柵の高低差はわずか１４センチメートルである。
          しかし，原告らが，かかる高低差をもって河川管理の瑕疵と主張するこ
とについては争う。
                (ア)  本件溢水箇所付近の曲率半径は１７０メートルで，増水時
の湾曲による水位上昇量は，本件溢水箇所付近に限ってみても，最大で５センチメ
ートル程度である。
            そして，本件溢水当日における溢水箇所付近の最高水位は約５メート
ルであったことからすると，湾曲によって生じる約５センチメートルの水位差は，
ピーク時においてすら割合にして１パーセント程度に過ぎず，この程度の水位差を
もって，増水時には右岸に比べて左岸の水位が相当高くなるとは到底いえない。
        (イ)　また，そもそも，左右の護岸に前記のような高低差があったのは，
本件溢水箇所付近の右岸側には市道が通っていることから，右岸側に市道からの転
落防止のための構造物が必要だったからである。すなわち，左右の護岸の高低差
は，背後地の土地の利用形態に応じて，転落防止という目的を図るために必然的に
生じたものであって，河川管理とは全く関係がないのである。
        (ウ)　加えて，原告らが低いと主張する左岸側の護岸高でも，本件溢水箇
所では従前の河道の流下能力（毎秒１００立方メートル）を上回る毎秒１１２立方
メートルの流下能力が確保されていたものである。
        (エ)　よって，左岸側の護岸高が右岸側に比べてわずかに低かったことを
もって，河川管理に瑕疵があったとはいえない。
      ウ　河川管理の瑕疵<ウ>について
          第１次溢水調査報告書の記載及び本件水防柵の一部につき支柱（Ｈ型
鋼）が土中に埋め込まれた基礎ブロックに差し込むものであったことは認める。し
かし，本件水防柵の支柱の基礎は，単にＨ型鋼を基礎ブロックの穴に差し込んだだ
けのものではなく，基礎ブロック内にモルタルを詰めてＨ型鋼と基礎ブロックとを
一体化させたものであった。
          その余は否認ないし争う。具体的には以下のとおりである。
        (ア)  既設パラペットが堤防ではないことについて
            原告らは既設パラペットについて，特殊堤であると主張する。しか
し，既設パラペットの構造は無筋コンクリートであり，その厚さも２２センチメー
トルに過ぎないなど，堤防と評価し得るほどの安全性を備えていなかった。また，
既設パラペットは連続して設置されておらず橋梁部が途切れており，出水時には水
防活動により開口部を塞ぐことが予定されていた。
            また，そもそも堤防は，護岸等の施設と一体として計画高水位以下の
水位の流水の通常の作用に対して安全であるように設置されるものであり（河川管
理施設等構造令１８条１項），新湊川のような改修途上の河川では，従前の河道の
流下能力の最も劣る箇所における流下能力（本件では菊水橋地点の毎秒９９立方メ
ートル。）に見合う水位が，計画高水位に代わるものであるところ，新湊川は，掘
込河道の構造になっており，護岸の天端が同水位よりも高い位置にあったことか
ら，護岸より高い位置にある既設パラペットが，流水の「通常」の作用に対して安
全を確保するという堤防の機能を担っていないことは明らかである。
            よって，既設パラペットは，平常時には河川への転落防止機能を果た



し，洪水時には，橋梁の角落しと一体となって，風浪，うねり，跳水等による一時
的な水位上昇に対してこぼれないようにする機能を有していたに過ぎず，それ自体
で堤防としての機能ないしは溢水防止機能を果たすものではない。
        (イ)　水防柵が転倒しても被告に法的責任が生じないことについて
          ａ　水防の意義
              水防とは，現実に災害が生じ又は生じようとしているときに，人命
と財産を災害から守るため，種々の手法を用いて，被害を最小限に食い止めるため
の活動であり，河川管理者の行う河川の管理とは異なり，自らの地域を自ら守ると
いう基本的自衛手段である。
               水防法３条でも，河川管理者と水防管理団体である市町村との役割
については，第一次的に地元の市町村を中心とした水防管理団体が水防の責任を有
すると規定され，同法３条の６では，都道府県は，その区域における水防管理団体
が行う水防が十分行われるように確保すべき第二次的な責任を有するにとどまると
規定されている。具体的には，都道府県の水防計画を作成し（同法７条１項），水
防警報を行い（同法１０条の６），水防信号を定める（同法１３条１項）等，水防
法に定められた事務を行うほか，水防活動の際に重点的に資器材を配布するため，
水防倉庫を造り，資器材を備蓄することも含まれるとされている。
              このように，水防法では，土のう積み等の具体的な水防活動は市町
村の役割とされており，都道府県の役割とはされていない。
              また，水防活動については，河川法にも規定が設けられているが
（河川法２２条），河川法によって河川管理者に求められている水防活動の内容
は，河川管理施設である堤防（本件では護岸）からの漏水対策，護岸の洗掘や亀
裂，崩壊対策など，河川管理施設の機能の維持が同時に水防活動にあたる場合が想
定されているのであって，本件のように，護岸自体に何の支障も生じていなかった
ような場合にまで，河川管理者に河川法上の水防活動は求められていない。
          ｂ　本件水防柵の役割及び機能
              本件水防柵は，水防管理団体の行う水防活動の事前準備として，出
水時の水防活動を容易にするため，あらかじめ兵庫工区の全域にわたって，水防工
法の一種である「せき板工」（増水が激しく，流水が堤防を越えそうになっている
ときに，堤防天端に堰板《ここでは水防柵》と積み土のうを用いて越水を防ごうと
するもの）による水防活動の事前準備として役立つよう被告が設置したものであ
る。
              そして，その機能は，既設パラペットの機能と同様に，平常時には
河川への転落を防止するとともに，洪水時には，積み土のうと相まって，風浪，う
ねり，跳水等による一時的な水位上昇に対してこぼれないようにする役割を果たす
ことであった。
          ｃ　本件水防柵の構造及び効用
              本件水防柵は，せき板工の作業工程の一部であって，その内側（堤
内地側）に土のうを積まなければ，水防工法として十分機能するものではなく，水
防柵自体で構造上の安全性，すなわち一定の強度を確保しなければならないもので
はない。ただ，水防柵があることにより，せき板工の工程を大幅に省略することが
できるので，緊急時の水防活動の事前準備としては，非常に効果的なものであっ
た。
          ｄ　このように本件水防柵は，堤防でもその代替物でもないので，これ
に構造上の安全性を求めるのは失当である。これは既設パラペットが堤防ではなか
ったことからしても明らかである。
              したがって，本件水防柵の基礎が脆弱であるからといって，河川管
理の瑕疵があったとはいえない。
      エ　河川管理の瑕疵<エ>について　　
        (ア)  新湊川警戒態勢の適用について
            本件溢水当日の新湊川警戒態勢の適用状況については，同態勢が本件
溢水箇所に適用されなかったことも含めて認めるが，これをもって河川管理の瑕疵
とすることについては争う。
          ａ　新湊川警戒態勢の趣旨・概要
              新湊川警戒態勢は，第１次溢水時に，改修工事による河道内の仮設
工作物の撤去の遅れが溢水増加の一因になったことに鑑み，河道内の仮設工作物や
現場周辺の工事用資機材により，河積阻害や水防活動に直接影響を受ける区間に限
り，工事請負業者が本来行うべき防災活動に加えて，水防活動を行うことによっ



て，可及的に工事現場からの溢水を防ぐことを目的として，被告（兵庫県神戸土木
事務所　以下「神戸土木事務所」という。）が策定したものである。
              そして，同態勢においては，第１次溢水の教訓も踏まえ，河川水位
だけでなく，降雨予測などを含めて発令の判断基準とし，水害の危険性に応じた４
段階の態勢（警戒準備，警戒態勢，警戒出動，警戒解除）を定めるとともに，各態
勢に応じて各工事請負業者が，その施工する工区内において行うべきことについ
て，具体的に定めていた。
          ｂ　本件溢水箇所への適応
              上記のような新湊川警戒態勢の趣旨からすれば，河川工事中の区間
ではなく流下能力が河道内の仮設工作物の影響を受けず，また，工事用の資機材が
ないため水防活動に何の支障もない区間についてまで，同態勢が適用されること
は，初めから想定されていなかった。
              そして，本件溢水当日の兵庫工区における工事の実施状況は，別紙
４の図のとおりであり，河道内での工事（護岸工事）を行っていたのは，本件溢水
箇所から約４００メートル下流の兵庫７工区（夢野橋下流左岸）及び夢野橋工区の
みであった。また，それより上流の工区である熊野橋工区，氷室橋工区及び兵庫５
－１工区では，護岸工事に先立つ準備作業（兵庫５－１工区では占用物件の移設協
議）が行われていただけであり，何ら河道内の工事は行われていなかった。さら
に，兵庫６工区（本件溢水箇所を含む工区）やそれに隣接する洗心橋工区，兵庫５
工区にかかる護岸工事は，既に平成１１年４月までに終了しており，本件溢水箇所
やその周辺の区間には，河道内に仮設工作物は設置されておらず，また，水防活動
に支障となるものもなかっ
た。
              よって，本件溢水箇所に新湊川警戒態勢の適用がなかったのは当然
である。
          ｃ  神戸市との連携態勢
              神戸土木事務所職員は，平成１０年１０月１６日，水防管理団体で
ある神戸市の関係事務所（西部建設事務所，中部建設事務所，長田消防署及び兵庫
消防署）を訪れ，新湊川警戒態勢を記載した書面を手渡した上，同態勢の趣旨・目
的・内容等について説明した。その後も，同事務所職員は，同態勢の更新の度に，
これを記載した書面を神戸市の関係事務所に送付しており，神戸市の関係者の理解
を得るとともに，情報の共有に努めていた。
              また，神戸土木事務所は，平成１１年５月１３日に水防演習を実施
し，神戸市（建設局，建設事務所，消防署及び区役所）のほか，警察署も交えて洗
心橋の角落しの設置や土のう積みの訓練を行うとともに情報伝達の確認を行った。
              さらに，神戸土木事務所は，同年６月７日には，水防連絡会を開催
し，神戸市（建設局）のほか，警察署及び陸上自衛隊も交えて，重要水防箇所（洪
水又は高潮が公共に及ぼす影響が大きいため，水防活動を重点的に実施すべきもの
として，水防法及びこれを受けた兵庫県水防計画に基づいて指定された箇所で，新
湊川の本件改修工事区間もこれに該当する。）に指定されている神戸市内の河川の
区域の確認や，水防時の連絡体制等についての確認を行った。
              加えて，神戸土木事務所は，同年６月１８日には，神戸市との間
で，河川改修事業に関する打合せ会議を開催し，神戸市からは建設局の各担当者が
出席した。その際，神戸土木事務所の担当者らは，明石川，住吉川，都賀川等の河
川とともに，新湊川についても，当時の各工区の施工状況，施工完了箇所等につい
て，図示して説明した。
          ｄ  本件溢水当日の対応
              本件溢水箇所は新湊川警戒態勢の対象外となっていたが，本件溢水
直前の降雨状況から，水防活動が必要とされる事態が想定された。そこで，工事中
の区間か否かにかかわらず，水防活動を支援するため，自工区以外にも水防活動に
従事する余力のあった会下山トンネル呑口側工区（本件溢水箇所から約６００メー
トル下流）の工事請負業者（西松・新井特別共同企業体）に対し，現場における臨
機の措置として，警戒出動発令直後の午後５時１４分に，氷室橋付近から上流で土
のう積みが必要と思われる箇所を応援するよう要請した。同業者は，自工区の作業
ヤードに備蓄していた土のうを洗心橋付近まで運搬して右岸側に土のうを積むこと
はできたが，左岸側については交通渋滞に阻まれて本件溢水開始までに到達するこ
とができず，結果的に同
所からの溢水を防止することができなかった。



              しかし，これらの活動は，被告の独自の判断で応援要請をしたもの
であって，その応援及び水防活動の遅れをもって，被告に水防責任があるかのよう
な原告らの主張は，水防法の解釈からして失当である。
          ｅ　このように，新湊川警戒態勢の趣旨から本件溢水箇所に同態勢が適
用されなかったのであり，被告としては，これについて水防管理者である神戸市に
対しても周知していたのであるから，河川管理の瑕疵があるとはいえない。
        (イ)　水防活動の遅れについて
            原告が主張する河川水位及び降雨データについては認めるが，その余
は否認ないし争う。
          ａ  本件溢水の予見可能性
            (ａ)　新湊川の流出特性について
                新湊川において，水位の上昇に最も影響を及ぼす降雨の強度を表
す単位は，１０分間最大雨量と６０分間最大雨量である。
                また，新湊川の流出量は，石井川と天王谷川の流出量を合わせた
ものであるが，石井川の流出量は天王谷川の流出量の４～６倍であり，新湊川の水
位を予想するにあたっては，天王谷川流域の雨量を観測する天王ダムの雨量観測所
の雨量データよりも，むしろ，石井川流域の雨量を観測する北区役所の雨量データ
の方が重要である。
            (ｂ)　前期降雨について
                新湊川の流出特性について，確かに，新湊川は菊水橋よりも上流
の河川勾配が非常に急峻であり，流域に降った雨は短時間で下流に到達するという
特性を有しているが，このことは逆に，水位の上昇が早いのと同様に，水位の下降
も早いという特性を有することを意味する。
                現に，本件溢水でも，前期雨量が１５３ミリメートルあった（別
紙７－２参照）にもかかわらず，本件溢水当日の早朝にはほとんど降雨がなかった
ことから，菊水橋地点の水位も３０センチメートル程度まで下がっていた。
                よって，前期降雨と本件溢水とは直接関係がない。
            (ｃ)　累加雨量について
                第１次溢水開始時の累加雨量は８８．８ミリメートルであり，本
件溢水当日には午後３時１０分過ぎに累加雨量が６０ミリメートルを超えたが，同
時点での菊水橋地点の水位は１メートル程度に過ぎなかったこと，その後に降雨が
あったが，それらを含めても，水位は２メートル程度に過ぎなかったこと，本件溢
水当日の降雨域は，淡路島方面から新湊川方面に向けて北東方向に移動していた
が，その移動元である淡路島方面には，午後４時３０分時点でも１時間当たり７０
ミリメートルを超える降雨域はなかったこと，新湊川への流出量が多い石井川流域
の警戒態勢発令前後の雨量をみても，天王谷川流域の雨量の半分以下で，かつ警戒
態勢発令時には，既に減少に転じていたことからすれば，本件溢水当日の累加雨量
からしても，本件溢水を事
前に予見できたとは考えられない。
            (ｄ)　水位について
                確かに，本件溢水において，急激な水位の上昇が始まる前の水位
は，第１次溢水のそれよりも若干高いものであったが（別紙７－１参照），午後４
時５０分までの１０分間雨量は数ミリメートル程度に過ぎず，上記のとおり，その
後の集中豪雨を事前に予想できなかった以上，水位が高いことのみをもって，後の
水位上昇を事前に予測することができたということにはならない。
                また，本件溢水当日の累加雨量は午後５時時点で第１次溢水時の
８８．８ミリメートルを超えており，しかも１週間前からの前期降雨もあったが，
他方，本件溢水では，菊水橋地点の１０分間最大水位上昇量は１０５センチメート
ルで，第１次溢水時が１６７センチメートルであったことからすると，第１次溢水
ほどの急激な水位上昇はなかった。よって，前期降雨や累加雨量の多寡は，必ずし
も水位上昇にストレートに結びついていないといえる。
            (ｅ)　したがって，前期降雨，累加雨量及び水位の，いずれのデータ
によっても，事前に本件溢水を具体的に予測することは不可能であった。
          ｂ　小括
              以上のとおり，被告には原則として水防責任はなく，被告として
は，工事中の区間以外の箇所については原則どおり神戸市による水防活動が行われ
るものと考えて，工事中の区間の水防活動に専念していたものである。しかも，本
件溢水当日も本件溢水の発生を事前に予測することはできなかったのであるから，



水防活動の遅れをもって被告に河川管理の瑕疵があったとはいえない。
    (2)  争点②（河川管理の瑕疵と原告らの損害との因果関係）について
    （原告らの主張）
      ア　本件溢水当日の溢水量について
          本件溢水に関する新湊川浸水災害調査報告書（以下「本件溢水調査報告
書」という。）は，本件水防柵で流し得る流量を毎秒１２０～１３０立方メートル
と推定し，かつ，本件溢水当日における菊水橋地点の最大流出量は毎秒１５５～１
６５立方メートルであったとして，本件水防柵が転倒しなかったとしても洗心橋付
近からの溢水は避けられなかったと結論づけている。
          しかし，本件水防柵で流し得る流量が上記報告書のとおりであるとして
も，上記報告書は，本件溢水当日における最大流出量を過大評価している。後記の
とおり，本件溢水箇所における最大流出量は１３０～１４０立方メートルであった
ものである。そして，洗心橋仮橋地点における仮橋の撤去及びその橋台部分の開削
工事が完成していれば，その流下能力はさらに毎秒１０～２０立方メートル程度向
上していたはずであるから，本件水防柵が転倒せず，かつ洗心橋仮橋の撤去及びそ
の橋台部分の開削工事が完成していれば，溢水は生じなかったはずである。また，
同工事を除いて考えてみても，本件水防柵で流し得る流量を毎秒１２０立方メート
ル，本件溢水箇所における最大流出量を毎秒１３０～１４０立方メートルとして計
算すると，溢水量合計
は被告が主張する約５万立方メートルではなく４０００立方メートルとなり，被害
はほとんど発生しなかったと考えられる。
          さらに，洗心橋新橋の桁下を上げる嵩上げ工事を実施していれば，流下
能力はもっと向上したはずであり，仮に毎秒１６０立方メートル前後の流出量があ
ったとしても，溢水を防止することができた。
      イ　本件溢水箇所の最大流出量について
          本件溢水当日における本件溢水箇所の最大流出量については，本件溢水
箇所上流の菊水橋の流出量によって，これを知ることができる。
                (ア)  菊水橋地点における流出量の特徴
            新湊川は菊水橋上流で石井川と天王谷川が合流しており，菊水橋地点
における流出量は，これら二つの川の流出量を合計したものとなる。ただ，石井川
の流出量と天王谷川のそれとを比較すると両者の流出量には大きな差があり，本件
溢水調査報告書においても，石井川における最大流出量は毎秒１３２立方メート
ル，天王谷川のそれは毎秒３２立方メートルとされている。よって，菊水橋地点の
流出量を推定するにあたっては，石井川からの流出量が決定的な影響を与えるとい
える。
            また，石井川には天王谷川との合流地点の上流に石井川トンネルがあ
り，同トンネル下流の石井川の流出量は同トンネルの疎通能力によって制約される
ことになる。
        (イ)　流出量の推定方法
            本件溢水調査報告書では，菊水橋地点の流出量を検討するにあたっ
て，洪水痕跡による方法，水位記録による方法，比流量による方法，流出解析によ
る方法の４つの方法を用いており，その具体的内容は以下のとおりである。
          ①　洪水痕跡による方法
              天王谷川及び石井川の洪水痕跡から，それぞれ等流計算（断面形状
及び勾配が縦断的に変わらないと考えられる水路に，時間的に一定と考えられる流
量が流れるときに用いられる水理解析方法）により流出量を算出して，これを合計
する方法である。
              菊水橋地点の流出量に大きな影響を及ぼす石井川の流出量を計算す
る際に，石井川の洪水痕跡地点の粗度係数（河床や側壁の表面の摩擦抵抗を表す係
数で，河床や側壁の表面の凹凸状態に基づいて設定される。粗度係数が大きくなれ
ばなるほど流下量は小さくなる。）をどのように評価するかで計算結果は異なる。
          ②　水位記録による方法
              天王谷川及び石井川の水位計の記録を基に，それぞれ不等流ないし
等流計算により流出量を算出して，これを合計する方法である。石井川の流出量を
計算する際に，石井川の粗度係数をどう見るかで計算結果は異なる。
          ③　実測流量を用いた比流量による方法
              天王谷川上流にある天王ダムの流入量と，石井川上流にある烏原分
水堰（別紙１－２参照）の流下流量を基に，それ以外の流域からの流出量を流域面



積の比率に基づいて推定し，それらと実測流量とを合わせて天王谷川及び石井川の
流出量を算出し，これを合計する方法である。
              石井川の流出量を算定する際に，石井川トンネルの疎通能力の制約
を受けることになるので，石井川トンネルの疎通能力の評価により計算結果が異な
る。
          ④　流出解析による方法
              本件基本計画で採用されている流出解析手法（雨量から流量を推定
する手法）である等価粗度法（流域をいくつかの矩形斜面と流路が組み合わされた
ものとみなし，これらの斜面や流路における雨水流下現象を，水流の運動法則と連
続の関係を用いて水理学的に追跡する手法）を用いて，雨量から天王谷川及び石井
川の流出量を算出し，これを合計する方法である。
              この場合も石井川トンネルの疎通能力の評価により計算結果が異な
る。
            以上からすると，流出解析による方法と比流量による方法は，石井川
トンネルの疎通能力の評価が結果を左右し，洪水痕跡による方法及び水位記録によ
る方法においては，石井川の粗度係数の評価が結果を左右することになる。
        (ウ)　石井川トンネルの疎通能力
            石井川トンネルの疎通能力の評価にあたって，結論を大きく左右する
のは，トンネル内部の粗度係数である。この点，本件溢水調査報告書では粗度係数
を０．０２５と評価し，その結果，同トンネルの疎通能力を毎秒１２０立方メート
ルと算出している。
            しかし，石井川トンネルの内部は石積ライニングを施した覆工部と，
素堀りのままの素堀部とが交互に存在しているにもかかわらず，本件溢水調査報告
書では全て覆工部で代表させ，トンネル内部の凹凸を適切に評価していない。ま
た，トンネル内部には石などの堆積物があり，流木が引っかかっているなど，断面
を阻害するものがある。
            よって，これらを適切に評価し，素堀部の粗度係数を０．０４０ない
し０．０５０と評価し，覆工部のそれを０．０２５と評価して石井川トンネルの疎
通能力を算出すると，毎秒９５立方メートルとなる。
        (エ)　石井川の粗度係数
            石井川の粗度係数について，本件溢水調査報告書では石井川における
洪水痕跡地点（石井橋下流地点，別紙８参照）の粗度係数を０．０２０と評価して
いるが，同地点の河床では，水路底面が溝状に一部深くなっていること，溝状部は
側壁が玉石積みで蛇行していること及び飛び石が配置されていることからすれば，
同地点の粗度係数は０．０２５を下ることはない。
            また，粗度係数の妥当性を検証するために神戸土木事務所災害復旧室
の職員が平成１４年１月２１日に実施した流量観測についても，川の中央部に浮き
を２０メートル流して，４回の到達時間の平均から平均断面流速を算出し，粗度係
数を０．２１６と算出している。しかし，そもそもかかる浮子観測法は正確性が低
いとされている方法であり，しかも，本来であれば浮きを５０メートル以上流さな
ければならず，かつ川の中央部と側壁部に分けて流さなければならないはずである
のに，同土木事務所職員らは川の中央部で２０メートルしか流さなかったのであ
り，観測方法自体恣意的なものである。
            よって，かかる観測結果から得られた粗度係数の信用性は低い。
        (オ)  小括
            以上のような石井川トンネルの疎通能力及び石井川の粗度係数を基
に，上記４つの方法により菊水橋地点の最大流出量を算出した結果は，別紙９の表
（原告ら欄）のとおりであり，毎秒１３０～１４０立方メートルとなる。
        (カ)　被告の主張について
            被告は，菊水橋地点の最大流出量について，本件溢水調査報告書に基
づき，毎秒１５５～１６５立方メートルと主張するが，これを前提とすると菊水橋
地点の流下能力との間で矛盾が生じる。
            すなわち，本件溢水調査報告書によれば，本件溢水当日の菊水橋地点
における流出量は，午後５時ころに毎秒１００立方メートルを超え，午後５時２０
分ころには毎秒１３０立方メートルを超えて，午後５時５０分ころ毎秒１６２立方
メートルに達している。
            しかし，本件溢水当時の菊水橋地点の流下能力は毎秒１２９立方メー
トルであったことからすれば，もし，被告が主張するとおりの最大流出量があれ



ば，菊水橋地点でも溢水が生じていたはずであるし，洗心橋地点でももっと早い時
点で，溢水が開始したはずである。
            このように，被告の主張する最大流出量では菊水橋地点の流下能力と
の間に矛盾を来すのであり，かかる最大流出量自体が過大であることを強く推測さ
せるものである。
      ウ  浸水区域について
          本件水防柵が転倒しなければ，もう少し下流で溢水した可能性があり，
本件溢水箇所で溢水は発生していなかった。
          仮に本件溢水箇所において溢水が生じたとしても，本件水防柵が倒れず
水防柵を越流して溢水が発生する場合には両岸から溢水が生じるから，溢水被害は
はるかに小さかったといえる。また，左岸側の溢水箇所の幅も１８メートルという
ことはなく，もっと拡大していたであろうから，本件溢水のように狭い地域に深刻
な被害をもたらすということはなかった。
    （被告の主張）
        本件溢水調査報告書が，本件水防柵で流し得る流量を毎秒１２０～１３０
立方メートルと推定し，かつ，本件溢水当日における菊水橋地点の最大流出量は毎
秒１５５～１６５立方メートルであったとして，本件水防柵が転倒しなかったとし
ても洗心橋付近からの溢水は避けられなかったと結論づけているいることは認める
が，その余は否認ないし争う。
      ア  本件溢水における溢水量
          本件溢水では，溢水箇所が特定されているため，洗心橋水位観測記録を
用いて溢水量を算定した結果，溢水量の合計は約５万立方メートル，最大溢水流量
は毎秒２８立方メートルとなる。
      イ  水防柵が転倒しなかった場合の溢水量
          本件溢水における菊水橋地点の最大流出量は，原告が主張するように毎
秒１３０～１４０立方メートルではなく，本件溢水調査報告書にあるとおり，毎秒
１５５～１６５立方メートルである。そこで，水防柵で流し得る流量を毎秒１２５
立方メートル，菊水橋の最大流出量を毎秒１６０立方メートルとして本件水防柵が
転倒しなかった場合の溢水量を算出すると，約４万２０００立方メートルとなる。
          また，左右両岸への溢水割合は，１：１程度と考えられることから，左
岸側には，その半分の約２万１０００立方メートルが溢水したものと考えられる。
      ウ  本件溢水当日の最大流出量について
        (ア)  石井川トンネルの疎通能力
            原告らは，石井川トンネルの疎通能力を阻害するものとして，河床の
石や同トンネルの途中に引っかかっていた流木を重視する。
            しかし，河床の石の多くは転石であり，それにもかかわらず原告らは
これらの石を固定された石と同じように評価して粗度係数に直接反映させており妥
当ではない。
            そもそも，ある断面に粗度係数を設定するということは，その設定し
た粗度の断面の形状が一定である，すなわち連続している必要があるところ，石井
川トンネルでは石と流木が絡み合っている箇所は１箇所しかなく，後は転石と考え
られる石が点在しているだけであり，これを連続的なものと捉えて粗度係数を評価
していることも適切ではない。
            加えて，同トンネルでは水深（流量）が深く（大きく）なるにつれて
流水と接する部分に占める側壁の割合が大きくなり，その側壁には大きく出っ張っ
た岩や雑木がないことからすれば，河床の石を重視して直接粗度係数に反映させる
のは明らかに誤っている。
            また，素堀部の粗度係数を０．０４０ないし０．０５０と評価するこ
とについて，何ら合理的な根拠も示されていない。
            確かに，素堀部の粗度係数は０．０２５より大きい０．０３０程度と
考えられるが，素堀部は覆工部よりも断面積が大きく，この点をも考慮して素堀部
と覆工部の疎通能力を算出すると，素堀部は毎秒１１９．９立方メートル，覆工部
は毎秒１２０．６立方メートルとなり，ほぼ同じ疎通能力となることからすれば，
覆工部で代表させて疎通能力を検討したことについて，何ら問題はない。
            また，原告らが主張する石井川トンネルの疎通能力からすると，同ト
ンネル上流の烏原貯水池における水量収支がとれなくなるという矛盾が生じる。す
なわち，本件溢水当日における石井川トンネル上流のピーク流出量（毎秒１６２立
方メートル）は，石井川トンネルの疎通能力を超えていたので，同トンネルを流下



しきれなかった流量は，烏原貯水池に入ることになる。そこで，計算上烏原貯水池
に流入することになる推定流入量と，実際に同貯水池に流入した実測流入量との関
係を検討すると，原告らの主張する石井川トンネルの疎通能力（毎秒９５立方メー
トル）では，同貯水池の水位上昇量の推定値は１８２．６センチメートルとなるの
に対して，同貯水池の水位上昇量の実測値は１１２．１センチメートルであり，推
定値の方が７０．５セン
チメートルも高くなるという不均衡が生ずる。これに対して，被告の主張する同ト
ンネルの疎通能力（毎秒１２０立方メートル）からすれば，水位上昇量の推定値は
１０４．８センチメートルとなり，実測値と７．３センチメートルしか差がないこ
とになり，ほぼ整合する結果となる。
            このように，原告らの主張する石井川トンネルの疎通能力の場合に，
水量の収支がとれなくなるのは，原告らの主張する疎通能力が過小であることの証
左である。　
        (イ)  石井川の粗度係数
            本件溢水調査報告書によると，洪水痕跡の認められた石井橋付近は，
石積みのライニングを施した水路であることから，マニングの粗度係数表の「石積
み，モルタル目地」を適用すると０．０１７～０．０３０となるが，洪水痕跡確認
箇所のライニングは比較的新しいものであることから０．０２０と考えるのが妥当
であるとされている。
            これに対して，原告らは，河床の影響を考慮して０．０２５と評価す
るところ，原告らが主張する河床の状況はいずれも河床付近の状況に限られたもの
であり，本件溢水時のように水位が高くなると，河床付近の影響は相対的に小さく
なることをも考慮すれば，粗度係数を標準値より小さく評価した同報告書の結論が
妥当性を欠くということにはならない。
            また，流量観測についても，浮子観測法が必ずしも正確でないとはい
えないし，流量観測の箇所についても，石井川が河幅の小さい河川（約２．５メー
トル）なので，中央付近だけで流速を観測すれば十分であり，側壁付近の計測は必
要ではない。流速測定の距離についても，流速に水位から求めた断面積を乗じて流
量を求める場合と異なり，粗度係数の逆算データとして用いるには２０メートル流
せば十分である。
            以上からすれば，原告らの主張は失当であり，石井川の石井橋付近に
おける粗度係数は０．０２０と考えられる。
        (ウ)  小括
            以上を基に，本件溢水当日における菊水橋地点の最大流出量を算出す
ると，別紙９の表（被告欄）          のとおりであり，毎秒１５５～１６５立方
メートルとなる。
        (エ)  菊水橋地点における流下能力との整合性について
            原告らは，菊水橋地点における上記最大流出量を前提とすると，同地
点における流下能力からして，同地点において溢水しなかったことと矛盾するし，
本件溢水箇所においても，もっと早い時点で溢水が生じたはずであると主張する
が，いずれについても上記最大流出量と矛盾するものではない。
          ａ  菊水橋における溢水について
              原告らは，本件溢水当日，菊水橋地点で越流しなかったかのように
主張するが，実際には，菊水橋の橋梁に当たってせき上がった流水が，橋面上約１
５センチメートルに達しており，菊水橋地点の流下流量は菊水橋地点の流下能力
（毎秒１２９立方メートル）を上回っていた。ただ，越流水深が１５センチメート
ル程度で済んだことについては，以下のように考えられる。
              まず，本件溢水当時，菊水橋付近の河幅は，菊水橋地点で約８メー
トルであったのに対し，これを挟む上下流では１０～１１メートルであり，菊水橋
地点が，水理学でいう縮流断面（水路の幅が上流から下流に向かって徐々に狭くな
り，その後再び広がるという水路における最も幅が狭い箇所の断面）の形状になっ
ていた。こうした縮流断面の場合，水理学的には，縮流によって流速が増すため，
その分，圧力水頭が低下（すなわち水面が低下）し，縮流断面における水位は，上
下流に比べて低くなることが知られている。
              また，流量がさらに増加して，水位が橋梁の桁下高よりも高くなる
と，橋梁の上面を越える流れが発生し，水位は橋梁の上流側では高く，下流側では
低くなる。この上下流の水位差によって生ずる圧力差は，橋梁にも作用するが，下
流に向かっての流水の加速にも作用し，その分，流速が増すことになる。



              加えて，菊水橋地点では，流下能力に相当する流量が流下した後
も，菊水橋下流部で溢水が発生したことによって，縮流断面の効果がより大きく現
れやすくなっていた。
              以上のような理由から，菊水橋地点において，流下能力以上の流量
が流下したものと考えられるのであり，被告が主張する最大流出量と何ら矛盾する
ものではない。
          ｂ　午後５時３２分以前に溢水しなかったことについて
              洗心橋地点の流下能力は，橋が潜り状態になることから，潜り橋計
算によるべきであり，これによると毎秒１３３立方メートルとなる（別紙４の表の
ケース「３」参照）。ただ，潜り橋計算によると，最も流下能力が低くなるのは，
兵庫６工区（洗心橋上流で本件溢水箇所を含む区間）の毎秒１２５立方メートルで
あり，溢水も同工区から生じていることから，同工区における溢水開始時刻と流出
量との比較検討を行う必要がある。
              溢水開始時刻とされている午後５時３２分ころの石井橋地点（石井
川）及び人道橋地点（天王谷川）の水位観測所（別紙８参照）における流出量は，
水位記録から算出すると，毎秒１３３立方メートルであるが，溢水箇所がこれらの
水位観測所から約５００メートル下流であることを考慮して，５００メートル流下
するのに要する時間として同時刻から１～２分前の流出量を見てみると，毎秒１２
７～１３１立方メートル（午後５時３０分：毎秒１２７．６立方メートル，午後５
時３１分：１３０．４立方メートル）であり，溢水箇所を含む兵庫６工区で流し得
た流量（毎秒約１２５立方メートル）とも比較的整合する。
              よって，午後５時３２分以前に溢水しなかったことをもって，菊水
橋地点における流出量が毎秒１５５立方メートル以下であったとはいえない。
          ｃ  したがって，被告が主張する最大流出量について，菊水橋地点にお
ける流下能力と矛盾するところはない。
      エ  浸水区域について
        (ア)　溢水箇所について
            前記のとおり，潜り橋による不等流計算をした場合の最も流下能力の
低かった箇所は兵庫６工区であることから，水防柵が転倒しなかった場合にも，同
工区から（ただし，両岸から）溢水したものと考えられる。
        (イ)　浸水被害状況について
          ａ　別紙１０－１に示された標高を基に，洗心橋付近から神戸東山ビル
の東側を通って東山地下道出入口付近にかけての縦断勾配の形状を表すと，別紙１
０－２のとおり，東山商店街ロータリー（以下「ロータリー」という。）付近から
市道湊町線西側の東山追分地蔵周辺は，相対的に標高が低いすり鉢状の地形となっ
ている。
              このすり鉢状の地形の区域（以下「本件湛水区域」という。）で
は，河川の氾濫時には一定の水量が物理的に湛水することになる。本件湛水区域の
中で，最も標高の低い地点は，東山追分地蔵から見て市道を挟んだすぐ東側の地点
（別紙１０－１の「すり鉢状の地形のうちの最低標高を示す場所」標高１８．３メ
ートル）であり，その地点を基準に，標高差を色分けすると別紙１０－３のように
なる。
              そして，標高と湛水容量の関係を表したものが別紙１０－４であ
り，これによると本件湛水区域に物理的に湛水する容量（以下「基本湛水量」とい
う。）は約１万１６００立方メートルで，その際の水位（以下「基本湛水深」とい
う。）は，標高１９．１メートルとなる（別紙１０－２参照）。ただ，基本湛水深
まで湛水するためには，基本湛水量そのものではなく，その１割増しの約１万３０
００立方メートルが溢水することが必要である（その差１４００立方メートルは，
道路や水路を通って区域外に流出する。）。
              以上からすると，本件では，本件水防柵が転倒しなかった場合に
は，左岸側の本件溢水時とほぼ同様の箇所から約２万１０００立方メートルが溢水
したと考えられ，このうち，約１万３０００立方メートルが基本湛水深を構成する
基本湛水量となり，残りの約８０００立方メートルにより湛水深が深くなる。そこ
で，これを基に８０００立方メートルによってもたらされる水深を算出すると標高
１９．２３メートルとなる。
              ところで，本件溢水時の本件湛水区域における浸水深の実績は標高
１９．６５メートルであり，東山追分地蔵付近の標高１８．７メートルを基準にす
ると，水深は約９５センチメートルとなる。これに対して水防柵が転倒しなかった



場合の水深は上記のとおり標高１９．２３メートルであり，これによれば，本件湛
水区域においては，水防柵が転倒しなかった場合には浸水深が約４２センチメート
ル低下したものと考えられる。
          ｂ　これに対して，洗心橋からロータリー付近までの地域については，
すり鉢状の地形の中にあって，市道と住居に挟まれた部分が水路状態になっており
（別紙１０－１の「水路状態になっている道路」参照），洗心橋から溢水した流水
は，この水路状態の道路（幅員約４メートル）を流れることになる。よって，その
時の水深は，本件湛水区域における水深とは異なり，溢水流量によって左右される
ことになる。
              この点，本件溢水時における溢水流量は毎秒１６．８立方メートル
と考えられ，これを基に浸水深を算出すると約１．３５メートルとなる。これに対
して，本件水防柵が転倒しなかった場合に，流れる溢水流量は毎秒１０．５立方メ
ートルと考えられ，これを基に水深を算出すると，約１．０メートルとなる。
              したがって，洗心橋からロータリー付近までの地域については，水
防柵が転倒しなかった場合には約３５センチメートル浸水深が低下したものと考え
られる。
        (ウ)  小括
            以上からすると，本件水防柵が転倒しなかった場合には，本件湛水区
域では浸水深が約４２センチメートル低下して約５３センチメートルとなり，洗心
橋からロータリー付近までについては，浸水深が約３５センチメートル低下して約
１００センチメートル程度になったと考えられる。
            そして，原告らは，いずれもそのいずれかの区域で居住ないし店舗を
営業していたものである（別紙１０－５の「・」が原告らの被災地である。）。
            とすると，本件水防柵が転倒しなかったとしても，原告らの浸水被害
に有意の差はない。よって，水防柵の転倒の有無と原告らの損害との間に因果関係
はない。
    (3)  争点③（原告らの損害）について
    （原告らの主張）
      ア　原告らは，本件溢水によりいずれも床上浸水の被害を受け，それぞれ別
紙損害額計算書記載のとおり財産的損害を受けた。
      イ　加えて，原告らは，第１次溢水の被害から立ち直ろうと懸命に努力して
いるさなかに，再び，本件溢水で同様の被害を受け，その努力を無にされてしまっ
た。一度ならず二度までも被告の河川管理の瑕疵により，重ねて被害を受けた原告
らの精神的打撃は大きく，これを金銭に評価すると別紙損害額計算書のうち慰謝料
欄に記載のとおりの金額となる。
      ウ　また，原告らは原告ら訴訟代理人らに本件訴訟の遂行を委任した。その
弁護士費用として，別紙損害額計算書弁護士費用欄に記載の金員が被告の河川管理
の瑕疵と相当因果関係にある損害である。
    （被告の主張）
      いずれも争う。
第３　当裁判所の判断
  １　事実認定
      前記前提となる事実に加え，証拠（甲１～８，１０～１７，３５～４７の各
１，４８，５７，乙１～３，８，１２～２０，２１の１，２２，２３，２４の１・
２，２５～２９，３１～３３，４０，４５，７３～７７，７９，９１，１０５，１
１０，１１１，１１４～１１９，１２２，１２３，１３２，１３７，証人Ｊ〔いず
れも以下の認定に反する部分を除く。〕）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実
が認められる。
    (1)　新湊川流域（別紙１－１参照）
      ア　新湊川は，六甲山系西方に位置する再度山を源とする天王谷川が，中流
の菊水橋上流で石井川と合流して新湊川となり，会下山をトンネルで貫き，苅藻川
と合流して大阪湾に注ぐ，幹川流路総延長１３．１キロメートル，流域面積２９．
８８平方キロメートルの表六甲河川群の中で最大の２級河川である。
      イ　新湊川上流域（石井川）では，石井川トンネル上流で石井川と烏原川が
合流しており，その合流点付近には，神戸市の管理する水道用水供給用の利水ダム
として，烏原貯水池が設置されている（別紙１－１，１－２参照）。
          また，天王谷川の上流には，洪水調節用の治水ダムとして，天王ダムが
設置されている。



      ウ  新湊川流域の土地利用の特色として，上流域に大規模な宅地開発が行わ
れていること，中流域は自然の残る山間部であること，下流域は高度に利用された
市街地であることが挙げられる。
          特に，菊水橋地点より上流は鈴蘭台などの近年都市化された地域が流域
の約３分の１を占めるようになり，昭和４０年代に比べ洪水の到達時間が短くなる
と共に，洪水のピーク流量は大きくなる傾向にある。
          こうした上流域の市街化と表六甲特有の急峻な河川勾配などとの関係か
ら，上流域の降雨は短時間のうちに河道に流出し，洪水流が短時間で下流に到達す
る特徴がある。
    (2)  第１次溢水までの水害
      ア　上記のような新湊川の流水特性は，過去に幾度も大きな洪水被害をもた
らした。その代表的なものとして，昭和１３年７月５日の水害（以下「昭和１３年
水害」という。）と昭和４２年７月９日の水害（以下「昭和４２年水害」とい
う。）が挙げられる。
      イ　昭和１３年水害の状況
          昭和１３年７月５日，兵庫県南部に梅雨前線に伴う集中豪雨があり，神
戸海洋気象台の観測で，１０分間最大雨量１５．３ミリメートル，６０分間最大雨
量６０．８ミリメートル，日雨量２６９．２ミリメートルを記録した。
          かかる集中豪雨により上流山地から大量の土砂が流出し，当時暗渠とな
っていた天王谷川・石井川合流点付近の河道が埋没したため，暗渠上流で溢水が発
生し，その溢水が暗渠を乗り越えて下流方面に氾濫し，広範囲にわたって浸水被害
をもたらした。
      ウ　昭和４２年水害の状況
          昭和４２年７月９日，兵庫県南部に梅雨前線に伴う集中豪雨があり，神
戸海洋気象台の観測で，１０分間最大雨量２３．４ミリメートル，６０分間最大雨
量７５．８ミリメートル，日雨量３１９．４ミリメートルを記録した。
          かかる集中豪雨により，菊水橋付近で溢水が発生し，広範囲にわたって
浸水被害をもたらした。
    (3)　本件助成事業までの治水事業
      ア　昭和４２年水害を契機として，従前の治水計画が見直され，河川改修と
洪水調節ダムの建設が行われ，昭和５６年度には天王ダムが完成し，昭和５７年度
には庄田橋上流の河川改修が完成した。なお，昭和５６年度から着手した石井ダム
については，平成１６年度に完成予定である。
      イ　新湊川の治水整備の方針は，昭和６０年９月に建設大臣（当時）の認可
を受けた新湊川水系工事実施基本計画（本件基本計画）に定められた。
          本件基本計画を策定するにあたっては，洪水防御対象地域の社会的経済
的重要性を考慮して，神戸海洋気象台の過去の雨量記録を基にして，１００年に１
回の降雨確率に相当する雨量（１日当たり３４０ミリメートル）が治水安全度の計
画規模として採用された。
          本件基本計画では，新湊川のような急流河川に通常適用される流出解析
手法である等価粗度法により洪水の流出モデルを作成した上，基本高水流量（ダム
がない状態で流域に降った計画降雨量がそのまま河道に流出する水量）が定められ
ている。
          そして，同基本計画では，基準地点である菊水橋における基本高水流量
を毎秒５２０立方メートルと定め，計画高水流量（河道への配分流量）を，天王ダ
ム，石井ダム等の上流ダム群により毎秒２９０立方メートルを調節した毎秒２３０
立方メートルと定めている。
      ウ　本件基本計画に基づき，新湊川の改修工事が進められ，平成元年度には
庄田橋から苅藻川合流点までの河川改修工事が完了し，引き続き，苅藻川合流点か
ら天王谷川・石井川合流点までの区間の改修工事に着手することとなった。
          しかし，同区間では，河川護岸いっぱいにまで張り出して建てられた市
場，店舗，住居及び倉庫などの支障物件が，平成２年当時で約３００件存在し，こ
れらが工事実施の支障となって，被告は直ちに河川改修工事に着手することができ
なかった。
          その後，被告は神戸市とともに，平成６年２月までに約１５０件の支障
物件を移転させ，さらに，平成７年１月１７日に発生した阪神・淡路大震災によ
り，支障物件の多くが倒壊したことなどから，平成６年度から平成７年度にかけ
て，その余の支障物件を移転させることができ，平成７年度から河川改修に取り組



む準備が整った。
    (4)  本件助成事業
      ア　震災復旧の概要
        (ア)　苅藻川合流点から天王谷川・石井川合流点までの区間は，阪神・淡
路大震災までは，開水路区間が自立式コンクリート擁壁護岸形式，トンネル区間が
煉瓦覆工造りとなっていた。
            しかし，平成７年１月１７日に発生した同震災により，開水路区間で
は，自立式コンクリート擁壁護岸の数箇所が倒壊し，河道が閉塞したり，随所に亀
裂が生じ，倒壊寸前となった。また，トンネル区間では，アーチ部や側壁部を構築
している煉瓦積みに，剥離や亀裂が発生するとともに，下流部では坑門部が倒壊
し，周辺の斜面崩壊による大量の土砂流入により，河道が埋塞した。
            そこで，応急復旧として，開水路区間で擁壁護岸が倒壊した箇所で
は，土留め矢板工を実施し，護岸に亀裂が生じた箇所では，かなりの区間でＨ型鋼
による上下２段の切梁の設置を実施した。
            なお，橋梁部については，ほとんど損傷が認められず，現状のままで
供用が可能な状態であった。
        (イ)　しかしながら，再度の災害を防止するためには，被災箇所の原形復
旧を行うだけでは十分な効果が期待できないため，本格的な復旧工事に取り組むこ
ととし，一連の区間について本件基本計画に基づく助成事業（本件助成事業）をも
って河積の拡大等を行うこととなった。
      イ　本件助成事業の概要
          平成７年災河川災害復旧助成事業（本件助成事業）は，阪神・淡路大震
災により擁壁護岸が被害を受けた苅藻川合流点から天王谷川・石井川合流点までの
区間（施工延長２５０３メートル　以下「本件事業区間」という。）において，本
件基本計画に基づいて河積の拡大を図るほか，安全で快適な水辺空間の整備を併せ
て行う，総事業費約２１７億円の河川改修事業である。
    (5)  第１次溢水
      ア　第１次溢水当時の改修工事の進捗状況
        (ア)　第１次溢水当時は，本件助成事業に基づき，洗心橋の架け替え工事
（洗心橋工区）及び洗心橋上流左岸側の護岸拡幅工事（兵庫６工区）が行われてお
り，同工事のため，施工業者らが河道内に止水壁褄部及び階段・手摺等の仮設工作
物を設置していた。これにより，同部分の河道が狭くなり，洗心橋工区の流下能力
は毎秒７２立方メートルに，兵庫６工区では毎秒７９立方メートルに低下していた
（別紙４の表のケース「参考」欄参照）。とりわけ，洗心橋仮橋地点は，仮設工作
物の設置の影響で，兵庫工区のうちで流下能力が最も低くなっていた。
        (イ)　本件改修工事に先立ち，左岸護岸上に従前設置されていた高さ約１
メートルのコンクリート製パラペット（既設パラペット）は撤去され，これに代わ
って工事区間の周りに，高さ約５０センチメートルのＨ型鋼を２段積みにした高さ
１メートルの水防柵が設置された（別紙２の緑色で着色した部分）。
      イ　集中豪雨の発生
        (ア)  降雨状況
            平成１０年９月２２日の午前８時ころから午後４時ころにかけて，兵
庫県南部に台風７号の通過に伴う多量の降雨があった。
              新湊川流域では，同日午後１時４０分ころから午後２時３０分ころ
にかけて，１０分間当たり１０ミリメートル以上の強い雨が集中的に降った（別紙
７－２参照）。同日の菊水橋流域の平均雨量は，１０分間最大雨量１７．７ミリメ
ートル，６０分間最大雨量６２．２ミリメートル，日雨量１３２．３ミリメートル
であった（別紙７－３参照）。
        (イ)　気象情報
            同日午前６時３０分ころには，兵庫県南部に暴風・波浪警報及び大
雨・雷・洪水・高潮注意報が発令され，午前１１時１０分ころには，大雨・洪水・
暴風・波浪・高潮警報及び雷注意報が発令された。
      ウ　溢水の発生
        (ア)　河川水位の状況
            神戸市では，同日，台風７号の近畿地方への接近に伴い，午前８時こ
ろから雨が降り始めた。しかし，雨足は強くはなく，第１次溢水箇所の河川水位
も，午前９時の時点で河床から７０センチメートル程度の高さであった。
            その後，雨足は弱まり，午前１０時ころには，河床から３０センチメ



ートル程度まで河川水位が低下した。そして，その後も，雨足は強まらず，大雨・
洪水警報が発令された午前１１時１０分の時点においても，兵庫県が暴風圏に入っ
た午後０時の時点においても，河川水位は河床から３０センチメートル程度であっ
た。
            その後も，雨足は強まらず，河川水位は，午後１時の時点で河床から
７０センチメートル程度まで微増したものの，午後１時４０分ころでも，河床から
８０センチメートル程度であった。
        (イ)　施工業者らの対応
            施工業者らは，同日午前中から，それぞれ従業員を現地に派遣し，河
川水位の観察を継続していたが，上記のとおり河川水位に目立った変化がなかった
ため，大雨・洪水警報発令後も止水壁褄部を撤去しなかった。また，兵庫６工区及
び洗心橋工区の水防柵の開口部について，Ｈ型鋼や土のうの設置による閉鎖作業を
実施しなかった。
        (ウ)　第１次溢水の発生状況
            同日午後１時５０分ころから突然風雨が強まり，午後２時から午後２
時１０分の１０分間に菊水橋地点流域平均雨量に換算して１７．７ミリメートルも
の降雨があった（別紙７－２，７－３参照）。これに連動して，河川水位が急激に
上昇し始め，午後２時過ぎころには，河川水位が１メートル以上も上昇し，河床か
ら約２メートルの高さに達した。
            その後も，風雨が激しくなるとともに，河川水位は１０分間でさらに
約１．５メートル上昇し，午後２時１０分過ぎころには，仮設工作物設置の影響で
最も流下能力が低下していた洗心橋仮橋上流左岸（別紙２の<Ａ>付近）から，溢水
が発生した。
            さらに，その１０分後の午後２時２０分過ぎころには，洗心橋仮橋上
流右岸からも溢水が始まり，その後，両岸からの溢水は，洗心橋仮橋から上流の菊
水橋に至るまでの約１５０メートルにわたり，かつ両岸全体に拡大し，水防柵との
間に貯留していった（別紙２の黒色矢印参照）。
            そして，上記貯留していった溢水の水深は，洗心橋仮橋から上流の菊
水橋にかけて設置されていた水防柵の下から約９０センチメートルの高さまで上昇
するとともに，閉鎖されていなかった水防柵開口部合計６箇所から，氾濫流が市街
地に向けて流出した（別紙２の赤色矢印参照）。
      エ　第１次溢水による被害状況
          第１次溢水により広範囲に浸水被害が発生し（別紙３参照），左右両岸
合わせて床上浸水５００戸，床下浸水６０２戸の被害が発生した。また，原告らは
第１次溢水により，いずれも床上浸水の被害を受けた。
      オ　第１次溢水調査委員会の設置・提言
        (ア)　同委員会の設置
            被告は，第１次溢水の原因（本件改修工事との関係）等を明らかにす
るため，平成１０年９月３０日，Ｋ氏（京都大学名誉教授，立命館大学理工学部環
境システム工学科教授〔当時〕）を委員長とする５名の河川工学等の専門家（上記
Ｋ氏のほか，京都大学防災研究所巨大災害研究センター長・教授Ｌ氏，神戸大学工
学部建設学科教授Ｍ氏，神戸大学工学部都市安全研究センター教授Ｎ氏，建設省土
木研究所次長Ｏ氏〔肩書きはいずれも当時〕）で構成された「新湊川浸水災害調査
委員会」（第１次溢水調査委員会）を設置し，専門的知見に基づく調査・提言を依
頼した。
        (イ)　溢水原因に関する報告内容
            同委員会は，現地調査の結果や関係資料の分析・検討を経て，平成１
０年１２月２８日，「新湊川浸水災害調査報告書」（第１次溢水調査報告書）をま
とめ，第１次溢水の原因について概略以下の結論を導いた。
          ａ  新湊川の河川改修は，主要な表六甲河川（住吉川，都賀川，生田
川，妙法寺川）に比べて遅れている。
          ｂ　台風７号による降雨は，菊水橋より上流での６０分間最大雨量の流
域平均が６２．２ミリメートルであり，昭和１３年水害と同規模であった。
          ｃ　流出量の推定結果により，台風７号による菊水橋地点の流出量は毎
秒１３０～１４０立方メートル程度と推定される。一方，流下能力の検討結果によ
り，溢水区間（会下山トンネル呑口から菊水橋間）の従前（阪神・淡路大震災前）
の流下能力は毎秒約１００立方メートルと考えられる。したがって，工事を行って
いなくても溢水は発生した。



          ｄ  工事仮設は，従前の流下能力を毎秒１００立方メートルとして計画
している。第１次溢水時点の河道状況では，止水壁褄部を撤去することができてい
れば，河道の流下能力は毎秒約９５立方メートルであり，天王ダムの暫定操作によ
る洪水調節効果の増分（毎秒約７立方メートル）と合わせて，概ね従前の流下能力
を確保することができていたと考えられる。
          ｅ  しかし，第１次溢水当日の洗心橋水位観測所の水位記録及び菊水橋
地点の流出量から推定すると，溢水は流出量が毎秒約８０立方メートルを超えた時
点から始まっている。また，溢水が終了した時点の下流への流下量は，毎秒５０～
６５立方メートル程度であったと考えられる。
          ｆ  この流下能力を低下させた要因として，溢水開始時は止水壁褄部が
撤去できなかったことが考えられる。また，溢水開始と終了時の流量差は，橋梁・
階段・手摺・切梁に流木などが引っかかり，流下断面の減少を招いたこと，及び橋
梁地点では水位が桁下高より高くなった段階で流下能力が低下したことなどによる
と考えられる。
          ｇ  なお，左岸の水防柵の開口部を閉鎖することができなかったこと，
及び右岸の一部はパラペットを設けない計画護岸高で完成していたことも，溢水量
に影響したものと考えられる。
        (ウ)　第１次溢水調査委員会による提言
            同委員会は，第１次溢水調査報告書において以下のとおり提言した。
          ａ　今後の工事のあり方
              工事が再開され，平成１１年の出水期までには現在工事中の区間は
完成するが，未着手の区間についても早期に河川改修を実施して治水安全度の向上
を図る必要がある。
              河川工事はできる限り非出水期に行うべきであるが，橋梁工事は工
程上どうしても出水期に工事を行わざるを得ない。また，非出水期のみの施工とし
た場合は，河川改修に長期間（８年程度）を要するので，「通年施工」とし，早期
完成を目指すことが望ましい。
              このため，今後の工事のあり方について基本方針として次のとおり
取りまとめた。
            (ａ)  新湊川流域の場合，過去の実績において５月の降雨も多いこと
から，出水期を「５月から１０月まで」とする。
            (ｂ)  出水期の工事は，河道において従前の流下能力（会下山トンネ
ル呑口から菊水橋までの間の阪神・淡路大震災前の流下能力・毎秒１００立方メー
トル）以上を確保した仮設計画のもとに行う。
            (ｃ)  非出水期の工事は，河道において非出水期の既往最大の流量以
上を確保した仮設計画のもとに行う。
            (ｄ)  従前のパラペット高さを確保するため，工事現場の周囲にはＨ
鋼などによる水防柵を設置し，十分な余裕を確保する。
            (ｅ)  安全対策の強化を図る。
          ｂ  今後の安全対策
              工事中の河道の流下能力を上記方針に基づき確保することは必須条
件であるが，それで十分であるといえるものではない。防災活動が十分機能し得る
安全体制の徹底を図ることや流木などの河積阻害物の対策，危険な状況が想定され
るときの住民への情報伝達方法など，多重性のある安全対策を講じておく必要があ
る。
              そこで，今後の安全対策に対する基本方針を次のとおり取りまとめ
た。
            (ａ)  早期段階での態勢づくりのため，上流の降雨量を防災活動の基
準とする。さらに，降水予報の活用を検討する。
            (ｂ)  止水壁褄部の構造は，短時間で容易に撤去できる構造とする。
            (ｃ)  それ以外の階段などの仮設物は，可能な限り設置しないことと
し，必要なものは，構造，設置場所などに工夫をする。
            (ｄ)  工事用出入口として常時使用する水防柵開口部については，可
能な限り少なくする。
                また，出水時の締切り時期，方法などについて徹底する。
            (ｅ)  住民への情報伝達については，水位上昇を知らせる回転灯の設
置などを行う。
            (ｆ)  県土木事務所，請負業者が協同して，定期的に防災訓練を実施



する。
    (6)　本件溢水当時における本件助成事業の実施状況等
      ア　本件改修工事の進捗状況
        (ア)　兵庫工区全体の進捗状況
            本件助成事業は，早期完成を目指し，出水期を含む「通年施工」で実
施されており，平成１１年６月２９日の本件溢水当時においても，工事は実施され
ていた。
            同日時点の兵庫工区における工事の実施状況は，別紙４の図のとお
り，兵庫７工区（夢野橋下流左岸）及び夢野橋工区で護岸工事が行われるととも
に，熊野橋工区，氷室橋工区及び兵庫５－１工区（洗心橋仮橋地点）で護岸工事に
先立ち準備作業（熊野橋工区では仮設道路の設置，氷室橋工区では樹木の移植，兵
庫５－１工区では占用物件の移転協議）が行われていた。
        (イ)　兵庫６工区の進捗状況
            本件溢水箇所にかかる兵庫６工区（洗心橋上流左岸）の護岸改修工事
は引堤（河川の流下断面が不足している場合に，その流下能力を増加させるため，
従前の護岸を堤内地側に後退させる形で河幅を拡幅する方法）で行われ，同工事は
平成１１年４月までに完了していた。
            同工区付近では，下流の会下山トンネルの河床切り下げ工事の完了を
待って河床を掘削することにより，最終的に計画高水流量を確保する予定であった
ところ，本件溢水当時には，未だ同トンネルの河床切り下げ工事が完了していなか
ったことから，河床の掘削工事の着手には至っていなかった。よって，同工区では
河道内に仮設工作物は設置されておらず，河積を阻害するものはなかった。          

        (ウ)　兵庫５－１工区の進捗状況
            兵庫５－１工区では，平成１１年４月２８日に洗心橋新橋の供用が開
始された後，洗心橋仮橋の護岸（橋台部分）の開削工事を行うべく，同年５月中旬
に当該工事にかかる契約手続を行い，同年６月９日に施工業者との間で工事請負契
約を締結した。
            しかし，同契約締結後も，同護岸付近には上水道管が埋設され，上空
には送電線が張られているなど占用物件があったことから，この移設方法等につい
て調整する必要があり，直ちに同工事に着手することはできなかった。
            かかる事情から，本件溢水当時，兵庫５－１工区では，施工業者にお
いて施工計画案を立案するとともに，上記占用物件の占用者との協議に入っていた
段階であり，現実に改修工事には着手していなかった。
            よって，兵庫５－１工区でも，河道内には仮設工作物は設置されてお
らず，護岸上にも工事用資機材は存置されていなかった。
            なお，同工区では，本件溢水後の同年７月３０日に占用物件の移設が
完了し，その後，現場での工事（左岸側の鋼矢板先行掘削）に着手して，同年８月
１９日に洗心橋仮橋の撤去と左岸側の旧護岸の開削が完了した。
        (エ)　なお，前記(イ)のとおり，洗心橋上流（兵庫６区）の護岸工事は完
成し，河幅が拡張された結果，水理現象（縮流現象）により，その上流の菊水橋地
点の流下能力は，従前（阪神・淡路大震災前）においては毎秒９９立方メートルと
会下山トンネル呑口から菊水橋までの一連区間中では，最も低かったのが，本件溢
水時には毎秒１２９立方メートルに向上していた（別紙４の表参照）。しかし，そ
の一方で，前記(ウ)のとおり，下流の洗心橋仮橋地点（兵庫５－１工区）では，洗
心橋仮橋の撤去及びその橋台部分の開削が行われていなかったことから，同部分の
河幅が上下流に比して狭まり，その結果，相対的に流下能力が低下し，従前は毎秒
１２９立方メートルの流下能力があったにもかかわらず，本件溢水時には会下山ト
ンネル呑口から菊水橋ま
での一連区間中において最も低い毎秒９３立方メートルに低下していた（別紙４の
表参照）。
      イ　出水期工事における諸改善事項
          上記のとおり，本件助成事業は出水期を含めた通年施工で実施すること
としていたが，第１次溢水調査報告書による上記提言を受けて，以下のような改善
がなされた。
        (ア)　工法の改善措置
            ５月から１０月までを出水期と定め，出水期には，一連の事業区間の
従前の流下能力（会下山トンネル呑口から菊水橋までの間の阪神・淡路大震災前の



流下能力・毎秒１００立方メートル）を確保できる場合に限り施行し，流下能力が
確保できない場合は，非出水期に施行することとされた。
            なお，前記のとおり，洗心橋仮橋地点（兵庫５－１工区）では，本件
溢水時，従前の流下能力を下回る流下能力となっており，かつ，その上流の菊水橋
地点の流下能力よりも低いという逆転現象が生じていたが，本件溢水時，天王ダム
では暫定操作を行っており，これによる洪水調節効果の増加が毎秒１５立方メート
ルあったので，これを併せれば，本件溢水時の洗心橋仮橋地点の流下能力は毎秒１
０８立方メートルとなり，従前の流下能力である毎秒１００立方メートルは確保さ
れていた。
        (イ)　水防柵等の設置
            第１次溢水後，洗心橋新橋から菊水橋までの間の両岸には，Ｈ型鋼に
よる水防柵に代わって，木製の水防柵が設置されていた（別紙５－１，５－２参
照）。
            同区間左岸側の水防柵（本件水防柵）の構造については，約３メート
ル間隔で立てられたＨ型鋼の支柱の間に，長さ２９５センチメートル，幅２５セン
チメートル，厚さ６センチメートルの木製矢板を４枚上から落としたもので，支柱
の基礎は，２５センチメートル四方，深さ５０センチメートルの筒状の基礎ブロッ
クを埋め込んで，その中にＨ型鋼を差し込み，モルタルを詰めてＨ型鋼と基礎ブロ
ックを一体化させたものであった（別紙５－３，５－４参照）。
            また，洗心橋新橋両岸には角落しが設置されており，その構造は，約
３メートル間隔で立てられたＨ型鋼の支柱の間に，長さ２９５センチメートル，幅
１５～１７センチメートル，厚さ６センチメートルの木製矢板を７枚上から落とす
もので，支柱の基礎は，上記水防柵と同様の筒状基礎ブロックを埋め込んで，その
中にＨ型鋼を差し込むというものであった（別紙５－３，５－５参照）。
                (ウ)  水防柵等の構造
            本件水防柵の支柱の基礎構造については，左岸道路に接している区間
と同道路から離れて洗心橋新橋角落しへ擦り付けるまでの区間とで異なっており，
前者については，歩道コンクリートに基礎ブロックを埋め込んでコンクリート舗装
と基礎ブロックとを一体化するという構造であり（歩道コンクリート部　別紙５－
４下段図参照），後者については，土の中に基礎ブロックを埋め込んで支柱を立て
るという構造であった（土中埋込部　別紙５－４上段図参照）。
            また，洗心橋新橋左岸側角落しについて，上流側１本のＨ型鋼の基礎
ブロックは土中に埋め込まれているが，それ以外の支柱については，基礎ブロック
がアスファルト舗装に覆われていた（別紙５－５参照）。
      ウ　防災体制の改善措置（新湊川警戒態勢）
        (ア)  新湊川警戒態勢の概要
            被告は，平成１０年１０月，水位計や雨量計の増設を行い，瞬時に情
報が入手できる防災システムを導入し，水位や雨量の監視を行うほか，河川水位だ
けでなく，降雨予測などを含めて発令の判断基準とした新湊川独自の「新湊川警戒
態勢」を策定した。
            新湊川警戒態勢においては，水害の危険性に応じて４段階の態勢（警
戒準備，警戒態勢，警戒出動，警戒解除）が定められており，それぞれ概略以下の
とおりの内容が定められていた。
          ａ　警戒準備
            (ａ)　作業を一時中止し，現場作業員の退避及び現場内にある支障物
を撤去。
            (ｂ)　一般土のうを準備。
            (ｃ)　水防活動のための人員及び機械を配置。
            (ｄ)　現場進入路等の開口部の締切り準備。
          ｂ  警戒態勢
            (ａ)　止水壁の褄部を撤去。
            (ｂ)　現場進入路等の開口部の締切りを実施。
            (ｃ)  既設護岸部からの溢水に備え，既設護岸部の土のう積みを実
施。
            (ｄ)  橋梁の通行止めに備え，角落しを準備するとともに，角落し設
置に必要な人員及び機械を配置。
            (ｅ)  溢水に備え，土のうを備蓄。
          ｃ  警戒出動



            (ａ)  神戸土木事務所から指示する橋梁を通行止めするとともに，角
落しを設置。
            (ｂ)  溢水危険箇所に土のう積みを実施。
          ｄ  警戒解除
              周辺の片付け等。
        (イ)　神戸市との連携
          ａ　被告職員（神戸土木事務所災害復旧室副室長Ｐ）は，平成１０年１
０月１６日，神戸市の関係事務所（西部建設事務所，中部建設事務所，長田消防署
及び兵庫消防署）を訪れ，新湊川警戒態勢を記載した書面を手渡した上，同態勢の
趣旨・目的・内容等について説明した。
              その後も，上記林ら神戸土木事務所職員は，同態勢の更新の都度，
改訂したものを神戸市の関係事務所に送付しており，本件溢水当日に適用されてい
た平成１１年５月に改訂されたものについても，神戸市の関係事務所に送付してい
た。
          ｂ　神戸土木事務所は，同年５月１３日，水防演習を実施し，神戸市
（建設局，建設事務所，消防署及び区役所）のほか，警察署も交えて洗心橋の角落
しの設置や土のう積みの訓練を行うとともに情報伝達の確認を行った。
          ｃ　神戸土木事務所は，同年６月７日，水防連絡会を開催し，神戸市
（建設局）のほか，警察署，陸上自衛隊も交えて，重要水防箇所に指定されている
神戸市内の河川の区域の確認や水防時の連絡体制についての確認を行った。
              同連絡会において，神戸土木事務所災害復旧室室長のＪは，新湊川
につき，第１次溢水を踏まえて重要水防区域指定基準が「要注意区域」から，最も
重要度の高い「水防上最も重要な区域」に指定されたこと，新湊川における水防活
動として水防柵への土のう積みの対策を採る必要があること，及び新湊川警戒態勢
と当時の改修工事の進捗状況について説明した。なお，重要水防区域の記載された
「平成１１年度水防活動要綱」及び「平成１１年度重要水防区域図」は，神戸市の
関係機関に送付されていた。
          ｄ　神戸土木事務所は，同年６月１８日，神戸市との間で，河川改修事
業に関する打合せ会議を開催し，神戸市からは建設局の職員らが出席した。その
際，神戸土木事務所の担当者らは，明石川，住吉川，都賀川等の河川について説明
し，新湊川については，同事務所災害復旧室防災第１課課長補佐のＱが，当時の各
工区の施工状況，施工完了箇所等について，図示して説明した。
        (ウ)　回転灯の設置
            被告は，平成１１年５月末，新湊川の水位が通報水位を超えているこ
とを知らせる回転灯を菊水橋地点に設置した。
    (7)  本件溢水
      ア　降雨の状況（別紙７－２，７－３参照）
        (ア)  前期降雨
            本件溢水当時は梅雨の時期であり，新湊川流域では平成１１年６月２
３日から同月２７日まで，合計１５３ミリメートルの降雨があった。
        (イ)　本件溢水当日の気象概況
            平成１１年６月２９日（本件溢水当日）朝，四国沖にあった梅雨前線
は，低気圧の東進とともにゆっくり北上し，前線に向かって南から温かく湿った空
気が流れ込んだために，前線の活動が活発化して，西日本一帯に大雨をもたらし
た。近畿地方周辺では，淡路島から神戸・阪神地域に向けて北東方向に１時間当た
り１５０～２００ミリメートルの豪雨域が集中していた。
            また，同日午前９時４０分には，神戸海洋気象台の気象情報として兵
庫県南部に大雨・洪水注意報が発令され，午前１１時４５分には大雨・洪水警報が
発令された。
        (ウ)　新湊川流域における降雨の状況
            新湊川流域においては，午前１０時から午後１時にかけて，１時間当
たり１０ミリメートルの降雨が続き，午後２時から午後３時にかけて雨はいったん
小康状態になったものの，午後４時ころからは，再び強い雨が降り始めた。午後５
時には新湊川流域の西側で，降雨が１時間当たり４０ミリメートルに達し，強い雨
域は下流市街地を含む全域に広がり，その後，流域東部の上流域へと移動した。
            菊水橋地点流域平均降雨量は，１０分間最大雨量が１５．８ミリメー
トル，６０分間最大雨量が５５．６ミリメートルであり，１０分間最大雨量及び６
０分間最大雨量については，第１次溢水より若干少なかったものの，日雨量は２０



６．６ミリメートルで，第１次溢水の日雨量の１．５６倍であった。
            また，本件溢水における新湊川流域の降雨の分布としても，上流域だ
けでなく中流域も含む流域全体に多量の降雨があったことが特徴的であり，加え
て，前期降雨があったことにより，本件溢水当日は流出しやすい状況にあった。
      イ　河川水位の状況（別紙７－１参照）
          菊水橋及び洗心橋水位観測所での河川水位は，前期降雨のため，河床か
ら１～２メートル程度に上昇していた。
          かかる状況の下で，午後５時ころからの集中豪雨（菊水橋地点流域平均
降雨量の１０分間最大雨量・午後５時から午後５時１０分まで１５．８ミリメート
ル。同６０分間最大雨量・５５．６ミリメートル。）があったことを受けて，水位
も急上昇を始めた。
          菊水橋水位観測所の水位は，午後５時１５分ころに通報水位の２．２０
メートルを超え，その約１４分後の午後５時２９分ころには，警戒水位の３．２０
メートルを超えた。そして，午後５時５４分には最高水位３．９２メートルを記録
した。なお，１０分間最大水位上昇量は，午後５時３０分から４０分までの間で，
１０５センチメートルを記録した。
      ウ　本件溢水発生の状況
          本件溢水は，通報水位を超えてから約１７分後の午後５時３２分ころ
に，洗心橋上流左岸の水防柵（土中埋込部）約１８メートルが転倒したことから始
まり，午後５時３９分ころには，洗心橋新橋左岸の溢水防止の角落し（４スパン）
のうち上流側１スパン，下流側１スパンの横矢板が相次ぎ流出し，溢水が拡大し
た。
      エ　本件溢水当日の防災対策
        (ア)　新湊川警戒態勢の発令
            被告は，本件溢水当日，水位・降雨の状況や今後の雨量予測に基づい
て，以下のとおり新湊川警戒態勢を発令し，各施工業者らはこれに対応した（別紙
６参照）。
          ａ　午後０時３０分
              警戒準備（工事中止，水防活動のための人員の配置，一般土のうの
準備）を発令し，施工業者らはこれを受けて，午後０時５０分にはその準備を完了
した。
          ｂ　午後１時３０分
              兵庫県災害警戒本部設置
          ｃ　午後３時３０分
              警戒態勢（既設護岸部の土のう積実施，角落しの準備，人員及び機
械の配置，溢水に備えて土のうを備蓄）を発令し，これを受けて施工業者らは，土
のう積みに着手し，午後４時ころには主な工事箇所における水防柵の補強と開口部
の閉鎖を終了した。
          ｄ　午後５時１０分
              警戒出動（橋梁通行止め，角落し設置，溢水危険箇所に土のう積実
施）を発令し，これを受けて施工業者らは，午後５時２５分に氷室橋と夢野橋の通
行止めと角落しの設置を完了した。
            なお，神戸土木事務所は，上記警戒態勢の発令について，逐一，神戸
市の関係機関（建設局，中部建設事務所，西部建設事務所，兵庫消防署，長田消防
署）に報告していた。
        (イ)  本件溢水箇所への水防活動
            本件溢水当時，本件溢水箇所には新湊川警戒態勢が適用されておら
ず，また，施工業者らによる自主的な警戒出動の範囲にも含まれていなかったの
で，施工業者らによる本件水防柵への土のう積みなどの水防活動はなされていなか
った。
            しかし，被告は，水位や降雨の状況から，本件溢水箇所への水防活動
を支援するため，午後５時１４分，自工区以外にも水防活動に従事する余力のあっ
た会下山トンネル呑口側工区（本件溢水区間から約６００メートル下流）の工事請
負業者である西松・新井特別共同企業体に対し，氷室橋付近から上流で土のう積み
が必要と思われる箇所を応援するよう要請した。
            これを受けた同業者は，洗心橋周辺の左右両岸に向かうべく出発し，
右岸側には要請から約１１分後の午後５時２５分ころ（溢水発生前）に到着して土
のう積みを行った。これに対して，左岸側に向かった作業班は，大きく迂回しなけ



れば現地に到着できず，折からの交通渋滞に巻き込まれたため，本件溢水開始に間
に合わず，午後７時ころになってようやく到着した。
            なお，洗心橋新橋の角落しの設置については，午後４時３０分ころか
ら神戸市の職員によって実施されたが，本件水防柵に対する土のう積みなどの水防
活動はなされなかった。
    (8)  本件溢水による被害
        本件溢水により洗心橋左岸側に浸水被害が発生した（別紙３参照）。その
被害は，床上浸水２５７戸（住家１６６戸，非住家９１戸），床下浸水１４７戸
（住家１０２戸，非住家４５戸）に及び，原告らはいずれも床上浸水の被害を受け
た。
                    ２  争点に対する判断
    (1)  争点①（河川管理の瑕疵）について
        原告らは，被告において新湊川の河川管理に瑕疵があったと主張するの
で，以下検討する。
      ア  総論
          国家賠償法２条１項にいう営造物の設置又は管理の瑕疵とは，営造物が
通常有すべき安全性を欠いて他人に危害を及ぼす危険性のある状態をいい，このよ
うな瑕疵の存在については，当該営造物の構造，用法，場所的環境，利用状況等諸
般の事情を総合考慮して具体的，個別的に判断すべきものである。
          ころで，一般に河川は，管理の開始当初から上記安全性を有しているも
のではなく，洪水等の自然的原因による災害をもたらす可能性を内包し，治水事業
を経て逐次その安全性を高めていくことが予定されているものであるところ，治水
事業については，議会が国民生活上の他の諸要求との調整を図りつつ配分を決定し
た予算の下で必要性，緊急性の高いものから逐次改修を実施していくほかはないと
いう財政的制約，長い工期を要するという時間的制約，流域全体について総合的に
調査検討の上，緊急に改修を要する箇所から段階的に，また下流から上流に向けて
行うことを要するなどの技術的制約，流域の開発等による雨水の流出機構の変化や
治水用地の取得難などの社会的制約が内在するものであるから，河川が通常予測し
得る水害を未然に防止
するに足りる安全性を備えるに至っていないとしても，そのことから直ちに河川の
管理について瑕疵があるとすることはできず，河川の備えるべき安全性としては，
原則として，上記諸制約の下で施行されてきた治水事業の過程における改修，整備
の段階に対応する安全性をもって足りるものとせざるを得ない。
          そして，河川の管理についての瑕疵の有無は，過去に発生した水害の規
模，発生の頻度，発生原因，被害の性質，降雨状況，流域の地形その他の自然的条
件，土地の利用状況その他の社会的条件，改修を要する緊急性の有無及びその程度
等の諸般の事情を総合的に考慮し，河川管理における上記財政的，技術的及び社会
的諸制約の下で，同種同規模の河川の管理の一般水準及び社会通念に照らして是認
し得る安全性を備えていると認められるかどうかを基準として判断すべきである
（最高裁昭和５３年(オ)第４９２号，第４９３号，第４９４号同５９年１月２６日
第１小法廷判決・民集３８巻２号５３頁，最高裁昭和６３年(オ)第７９１号平成２
年１２月１３日第１小法廷判決・民集４４巻９号１１８６頁，最高裁平成３年(オ)
第１５３４号同８年７月１
２日第２小法廷判決・民集５０巻７号１４７７頁参照）。
      イ  河川管理の瑕疵<ア>について
        (ア)　原告らは，出水期を前にして早期に洗心橋仮橋の撤去とその橋台部
分の開削工事を完了し，洗心橋新橋の桁下を上げるなどして洗心橋付近の流下能力
の改善を図らなかったことが河川管理の瑕疵にあたると主張するところ，新湊川は
本件基本計画に基づいて本件助成事業として現に改修中の河川であったことから，
原告らのかかる瑕疵主張は，改修計画に基づき改修中の河川について河川管理の瑕
疵を主張するものと解される。
            かかる場合，上記河川管理の瑕疵の判断基準に鑑み，当該河川改修計
画が，過去の水害の発生状況その他諸般の事情を総合的に考慮し，全体として河川
管理の一般的水準及び社会通念に照らして，格別不合理なものと認められないとき
は，その後の事情の変動により未改修部分につき，水害発生の危険性が特に顕著と
なり，当初の計画の時期を繰り上げ，又は工事の順序を変更するなどして早期の改
修工事を施行しなければならず，かつ当該水害の発生までに改修を完了することが
できたような特段の事由がない限り，同部分につき改修が完了していないとの一事



をもって，当該河川の管理に瑕疵があるということはできないと解すべきである。
        (イ)　洗心橋仮橋の撤去及びその橋台部分の開削工事について
          ａ　まず，洗心橋仮橋の撤去及びその橋台部分の開削工事に関する改修
計画としての本件助成事業の合理性について検討するに，確かに，河川改修工事に
おいては，下流部分に従前以上の負担をかけないために，下流から上流にかけて工
事を施行するのが原則であるところ，本件溢水当時は，菊水橋下流の護岸の改修が
先になされたことによりその上流に位置する菊水橋地点の流下能力が毎秒１０１立
方メートルから毎秒１２９立方メートルに向上した一方で，その下流に位置する洗
心橋仮橋地点については，仮橋の撤去及びその橋台部分の開削が行われていなかっ
たために，流下能力が改修工事前の毎秒１２９立方メートルから毎秒９３立方メー
トルに低下しており，結果的に下流の流下能力が上流のそれよりも低くなるという
逆転現象を来していた
ものである。
              しかしながら，一般論として河川を改修する場合に，下流から上流
に向かって工事を施行するのが原則であるとは認められるものの，前期認定のとお
り本件助成事業は通常の河川改修工事とは異なり，阪神・淡路大震災による災害復
旧工事という側面をも有するものであり，本件事業区間では同震災により護岸等に
甚大な被害を受けたことから，かかる被災状況を踏まえて緊急性の高い護岸等から
優先して工事を行う必要があったものと認められる。
              また，そもそも河川改修工事においては，改修着工後直ちに計画高
水流量が確保されるわけではなく，段階を追ってこれを確保していくことが予定さ
れているのであり，国土交通省河川局治水課・河川環境課監修の河川改修事業関係
例規集（乙１７）においても，出水期における改修工事においては，一連区間の現
況流下能力を確保することを原則とし，不足する場合は適切な対策を施すこととさ
れていることからすれば，改修工事途上の本件溢水当時において，河川管理者とし
て対処することが予定された規模の洪水とは，一連区間の現況の流下能力に対応し
た洪水と解するのが相当であり，河川管理者がこれ以上の規模の洪水に対応する安
全性を確保すべき法的義務を負うものとは解されない。このことは，前記した治水
事業が内包する財政的制
約，技術的制約からすれば，本件において約９か月前に第１次溢水が発生したこと
を考慮しても代わらないというべきである。そして，本件における一連区間の現況
流下能力とは，本件改修工事において確保すべきものとされていた会下山トンネル
呑口から菊水橋までの間の阪神・淡路大震災前の流下能力毎秒１００立方メートル
がこれにあたるものであるところ（乙１，２，１２，４０，証人Ｊ），上記のとお
り，本件溢水当時，本件事業区間の流下能力については逆転現象が生じ，菊水橋地
点に代わって，洗心橋仮橋地点の流下能力が毎秒９３立方メートルに低下していた
ものであるが，そうとしても，前記１の(6)で認定したとおり，本件溢水時，天王ダ
ムでは暫定操作を行っており，これによる洪水調節効果の増加が毎秒約１５立方メ
ートルあったことか
ら，これを併せ考えると，本件溢水時の洗心橋仮橋地点の流下能力は毎秒１０８立
方メートルあったもので，現況の流下能力（毎秒１００立方メートル）は確保され
ていたのである。            
              そうとすれば，本件事業区間において，洗心橋仮橋地点より上流に
位置する菊水橋下流の護岸工事が先行され，その下流の洗心橋仮橋の撤去が後回し
にされたからといって，そのことが，河川管理の一般的水準及び社会通念に照らし
て格別不合理なものであったとは認められない。
          ｂ　もっとも，本件溢水の約９か月前に本件溢水箇所を含む部分から第
１次溢水が発生しており，かつ，出水期を前にして洗心橋仮橋地点の流下能力が低
下していたことからすれば，可能な限り早期に洗心橋仮橋の撤去及びその橋台部分
の開削工事を実施し，完了すべきではあったものである。
              しかしながら，第１次溢水時には，既に洗心橋新橋の架橋工事が開
始されていたのであり，その後も，同工事の続行により平成１１年４月に洗心橋新
橋が完成し，同月２８日から供用が開始されたものであり，洗心橋新橋の完成及び
供用が遅延したという事情は認められない。
              また，洗心橋新橋供用開始後も，直ちに洗心橋仮橋の撤去及びその
橋台部分の開削に着手することができるとは認められず，請負工事業者の選定，契
約締結などの契約締結手続に要する期間，契約締結後も，本件では同工事箇所付近
に上水道管が埋設されており，上空には送電線が張られていたことから，その移設



及び移設のための調整等，工事を現実に施行するための準備が必要であること，洗
心橋仮橋の橋台部分の開削工事自体についても，開削箇所からの崩落を防止するた
めに，あらかじめ仮設土留め工として鋼矢板による土留め工を施しておく必要があ
ったところ，本件では地盤に固い層があったことから特殊な工法（先行掘工法）を
採用しなければならず，そのための機材を用意する必要があり，しかも，重機の設
置場所として洗心橋仮橋
を存置する必要があったこと（乙１２，１９，証人Ｊ）からすれば，これらの工事
を完了するには相当の期間を要するものと認められ，現実にも洗心橋仮橋の撤去及
びその橋台（左岸側の旧護岸）の開削を終了することができたのは同年８月１９日
であることからすれば，洗心橋新橋供用開始から約２か月後である同年６月２９日
の本件溢水までに，これらの工事を完了することが可能であったとは認められな
い。
              この点，原告らは，洗心橋新橋架橋工事中にも，仮橋の撤去及びそ
の橋台部分の開削業者の選定等，工事にかかる事前準備を実施すべきであると主張
するが，上記占用物件の移設に関しては，本体工事の進め方と直接関わるため，施
工業者を交えずに，被告だけで占用者との協議を進めることは困難であると考えら
れることからすれば，それら準備が兵庫５－１工区の施工業者が決定した同年６月
９日（前記認定のとおり同日に兵庫５－１工区につき施工業者との間の工事請負契
約が締結されたものである。）以降になったこともやむを得なかったものと認めら
れる。
          ｃ　以上からすれば，洗心橋仮橋の撤去及び橋台部分の開削工事に先行
して洗心橋上流部（兵庫６工区）の護岸工事を施行したことにつき，改修計画が不
合理であったとは認められないし，洗心橋仮橋の撤去及び橋台部分の開削工事に要
する準備等の期間からして，本件溢水までに同工事を完了することができたものと
も認められない。
              よって，本件溢水までに同工事が完了していないことをもって河川
管理の瑕疵があったとは認められない。
        (ウ)　洗心橋新橋の嵩上げ工事について
            洗心橋新橋の嵩上げ工事について，確かに被告は本件溢水後の平成１
２年４月にこれを実施しているが，本件助成事業の計画当初からかかる工事が予定
されていたものとは認められない。
            そこで，かかる計画自体の合理性について検討するに，一度完成した
橋桁を治水対策のために橋台から分離して持ち上げるという本件のような嵩上げ工
事が，当時一般的に行われていたと認めるに足りる証拠はなく，しかも，嵩上げを
実施している間，橋梁は車両の通行ができなくなるなど，社会的影響も大きいこと
からすれば，かかる工事を本件助成事業として予定しなかったことが，河川管理の
一般的水準及び社会通念に照らして，格別不合理なものとは認められない。
            また，確かに上記のように第１次溢水が発生し，水害発生の危険性が
明らかになったとしても，かかる嵩上げ工事の特殊性及びその与える社会的影響か
らして，嵩上げ工事を本件助成事業に組み入れて施行しなければならないという特
段の事情も認められない。
            よって，本件溢水までに洗心橋新橋の嵩上げ工事を実施しなかったこ
とをもって，河川管理の瑕疵があったとは認められない。
      ウ  河川管理の瑕疵<イ>について
        (ア)　原告らは，本件溢水箇所における左岸の護岸高が右岸のそれに比し
て低くなっていることにつき，河川管理の瑕疵があると主張する。
        (イ)  そこで検討するに，証拠（乙１の１８頁）によれば，本件溢水当
時，本件溢水箇所にあたる別紙５－１の№１１４地点における左岸護岸高は右岸の
それよりも６７センチメートル，同左岸地盤高は右岸護岸高よりも５４センチメー
トルそれぞれ低いこと，また，水防柵を加えた高さについても，左岸の方が右岸よ
りも１４センチメートル低いことが認められる。          
            しかし，上記高低差はあるとしても，本件溢水当時，本件溢水箇所に
おいては，左岸側の地盤高を基準として考えても（左岸については地盤高の方が高
いので，その流下能力は，地盤高を基準にして考えるのが妥当である。），本件改
修工事中確保されるべきものとされていた従前の流下能力毎秒１００立方メートル
を上回る毎秒１１２立方メートルの流下能力が確保されていたこと（乙１の４１
頁）に加え，同部分の湾曲を基準として，遠心力による影響を考えても，水位上昇
は本件溢水箇所にあたる№１１４地点ですら約５センチメートル程度と考えられ，



原告らが主張するような右岸に比べて左岸の水位が相当高くなるといった事態は生
じないこと（甲１７の６－３７・３８頁）からすれば，上記のような左右の護岸及
び水防柵の高低差があるか
らといって，それが河川管理の瑕疵にあたるものとは認められないというべきであ
る。
            なお，本件溢水は，左岸側のみから溢水が生じており，右岸側からは
生じていないが，これは前記認定のとおり右岸側は溢水開始前に土のう積みなどの
水防活動が実施されたことに起因するとも考えられるところであって，左岸が低い
からといって，それが直ちに左岸側から溢水したことの原因に結びつくものではな
い。
            よって，左右の護岸及び水防柵に高低差があったことをもって，河川
管理の瑕疵があったとする原告らの主張は認められない。
      エ  河川管理の瑕疵<ウ>について
        (ア)  原告らは，本件水防柵が堤防（特殊堤）であったことを前提に，そ
の基礎が脆弱であったことをもって，河川管理の瑕疵があると主張する。
            これに対し，被告は，本件水防柵は堤防（特殊堤）でもその代替物で
もなく，水防の準備のために，水防工法の一種である「せき板工法」による水防活
動の事前準備として，土のうによる補強を予定して設置したものであるから，その
基礎が脆弱であるからといって，河川管理の瑕疵には当たらないと反論する。
        (イ)　そこで，本件水防柵の性質について，以下検討する。
            前記認定のとおり，本件水防柵は，従前設置されていた既設パラペッ
トが，本件改修工事（護岸工事）を施行する際に撤去されたことから，その代替物
として設置されたものであり，かかる経緯からすれば，既設パラペットの性質が，
本件水防柵の性質に影響するものと考えられるところ，既設パラペットの構造は，
従前の護岸天端に無筋コンクリートを載せたもので（乙２９），その厚さも２２セ
ンチメートルに過ぎず（同），構造上，堤防と評価し得る安全性を備えた構造物と
は認められない。また，氷室橋右岸側直上流地点においては，鉄柵が設置されてい
たこと（乙１２，３２），本件溢水箇所の既設パラペットは，護岸に沿って従前建
てられていた支障物件を除去した後に，神戸市によって設置されたものと認められ
ることからすれば，既設
パラペットは転落防止のための擁壁であったと認められ，堤防（特殊堤）ないしそ
れに準ずる役割を果たすものとして設置されていたとは認められない。よって，既
設パラペットの代替物としての水防柵が当然に堤防あるいはこれに準ずる構造物と
しての役割を有し，その安全性を具備しなければならないものであるとは認められ
ない。          
        (ウ)　ただし，本件では，本件溢水より約９か月前に第１次溢水が発生し
ていることからすれば，同溢水との関係において，本件水防柵が従前の既設パラペ
ット以上の堤防ないしそれに準ずる構造物として，その安全性を具備しなければな
らないかについて検討する必要がある。
            そこで検討するに，確かに第１次溢水における流出量について，第１
次溢水調査報告書において，最大毎秒１３０～１４０立方メートルと報告されてい
ること（乙２）からすれば，少なくともこれと同程度の流出量が今後も発生するこ
とは，抽象的には予見することが可能であったといえる。
            しかしながら，河川改修工事においては，護岸の改修それ自体や，改
修工事のために河道内に設置された仮設工作物等により，一時的に当該部分の流下
能力が低下することは技術的に不可避なものと考えられる。また，本件では最終的
に河床を掘削することにより，当該護岸高で計画高水流量を確保することが将来的
に予定されていたことからすれば，護岸天端にさらに堤防ないしそれに準ずる強度
を有する構造物を設置することは，結果的に大きなロスにつながるものと認めら
れ，限られた財政の中で効率的に治水の効果を上げるためには，必ずしも望ましい
こととはいえない。
            このような技術的・財政的制約からすれば，たとえ約９か月前に同部
分から溢水が生じており，それと同程度の流出量が今後も予想されたとしても，未
だ改修途上にある河川につき，河川管理者として直ちにこれに対応する堤防等を設
置して河積の確保を図らなければならないとまではいえない。
            また，前記イで既に述べたとおり，そもそも河川改修工事において
は，改修着工後直ちに計画高水流量が確保されるわけではなく，段階を追ってこれ
を確保していくことが予定されているのであり，国土交通省河川局治水課・河川環



境課監修の河川改修事業関係例規集（乙１７）においても，出水期における改修工
事においては，一連区間の現況流下能力を確保することを原則とし，不足する場合
は適切な対策を施すこととされていることからすれば，改修工事途上の本件溢水当
時において，河川管理者である被告が法的義務として確保すべき流下能力は一連区
間の現況流下能力であり，被告がこれ以上の災害防止対策を水防活動に委ねたとし
ても，河川管理の瑕疵にあたるとはいえないというべきである。
            そして，本件において確保すべき一連区間の現況流下能力とは，本件
改修工事において確保すべきものとされていた会下山トンネル呑口から菊水橋まで
の間の阪神・淡路大震災前の流下能力毎秒１００立方メートルであり，かつ，同区
間では，従前菊水橋地点が最も流下能力が低かったのが，本件溢水当時には，これ
が改善され，同区間での最小の流下能力地点となっていたのは洗心橋工区（洗心橋
仮橋上流地点）であって，その流下能力は，毎秒９３立方メートルであったが，こ
れも天王ダムの暫定操作によって洪水調節機能として確保される毎秒１５立方メー
トルを加味すると，その流下能力は毎秒１０８立方メートルとなり，現況の流下能
力が確保されていたと認められることも，既に前記イで述べたとおりである。
        (エ)　そうすると，本件水防柵は，原告らが主張する堤防（特殊堤）ない
しその代替物ではなく，被告が主張する水防の準備のために設置した水防工法の一
種であるせき板工の準備段階としての構造物とみるのが相当であり，そうとすれ
ば，被告が主張するとおり，土のう積みによる補強を当然の前提としたものである
から，それ自体が堤防のような安全性を備えていなければならないわけではない。          

            したがって，水防柵の基礎が土に埋め込まれていたもの（土中埋込
部）でそれ自体としては脆弱であったとしても，水防活動の準備段階としては不備
はないというべきである。
        (オ)　以上より，本件溢水箇所においては，水防柵を除いた護岸によって
現況の流下能力は確保されており，護岸によって護岸改修整備の段階において対処
することが予定された規模の洪水における流水の通常の作用から予測される災害の
発生を防止するに足りる安全性を備えていたというべきであるから，本件水防柵の
基礎の脆弱性をもって，河川管理の瑕疵にあたるとはいえない。
      オ　河川管理の瑕疵<エ>について　
        (ア)  原告らは，被告が本件溢水箇所に新湊川警戒態勢を適用しなかった
こと及び本件溢水当日の水防活動が遅れたことをもって，河川管理の瑕疵にあたる
と主張する。
            ところで，水防活動に関する法的責任について，水防法３条は「市町
村がその区域における水防を十分に果たすべき責任を有する。」と規定し，同法２
条１項により，市町村が「水防管理団体」と位置づけられていることからすれば，
水防に関する第１次的責任は水防管理団体たる市町村にあるものと解される。
            しかしながら，河川法は洪水，高潮等による災害の発生を防止すると
いう目的を有し（河川法１条），河川管理はその目的を達成するために適正に行わ
なければならないとされており（同法２条），同法２２条１項も「洪水，高潮等に
よる危険が切迫した場合において，水災を防御し，又はこれによる被害を軽減する
措置を採るため緊急の必要があるときは，河川管理者は，その現場において，必要
な土地を使用し，土石，竹木その他の資材を使用し，若しくは収用し，車両その他
の運搬具若しくは器具を使用し，又は工作物その他の障害物を処分することができ
る。」と規定して，河川管理者に緊急時における物的及び人的公用負担を課する権
限を付与している。また，水防法においても，同法３条の６で「都道府県は，その
区域における水防管理団
体が行う水防が十分に行われるように確保すべき責任を有する。」と規定し，同法
３５条の２では「都道府県知事は都道府県の区域内における水防管理団体に対し，
水防に関し必要な勧告又は助言をすることができる。」と規定している。
            加えて，本件では，本件溢水から約９か月前に第１次溢水が発生して
おり，少なくとも第１次溢水と同程度の流出量が将来的に発生することは抽象的に
予見することができたのであり，しかも本件溢水当時においては未だ改修工事が完
了しておらず，同規模の流出量については水防活動によって対処するほかなく，そ
れ故，被告においても水防活動の事前準備として本件水防柵を設置したことからす
れば，本件溢水箇所における水防活動は，洪水防止のための中心的な施策として極
めて重要な意義を有するものといわなければならない。
            とするならば，本件において，水防に関する第１次的責任が水防管理



団体たる神戸市にあるとしても，被告には，神戸市に対して本件溢水箇所の水防活
動について留意すべき事項を的確に連絡し，必要かつ適切な勧告又は助言をすべき
義務があるというべきであり，したがって，被告がこれに反した場合には，河川管
理の瑕疵が認められて然るべきである。
                (イ)  新湊川警戒態勢について
          ａ　　前記認定のとおり，本件溢水当時，本件溢水箇所には新湊川警戒
態勢が適用されていなかった。しかしながら，同態勢は，改修中の河川管理者とし
てなすべき河道内の仮設工作物の撤去のみならず，土のう積みなど本来的に水防管
理団体が実施すべき水防活動をも，その内容として盛り込むものであるところ，こ
れは現に改修工事中の箇所では，護岸上等に工事用資機材を設置するなど水防活動
の妨げとなる可能性があったことから，改修中の河川の管理者及び工事監督者とし
て，例外的に被告が水防活動の一部を担うものとして，これを同態勢に組み入れた
ものと解される。
              とするならば，河川改修工事が完了していなかった場合であって
も，工事が一時中断した状態で現に実施されておらず，かつ河道内の仮設物及び護
岸上の資機材等が設置されていない箇所については，水防活動の妨げとなる物はな
いのであるから，河川管理者としての水防活動に関する責任根拠はなく，原則どお
り水防管理団体による水防活動が予定される箇所といえる。
              よって，このように，河川管理者としての責任根拠の存しない箇所
についてまで，水防活動をも内容とする新湊川警戒態勢を適用しなかったとして
も，このこと自体不合理なものではなく，これをもって，河川管理の瑕疵と認める
ことはできない。
          ｂ　しかしながら，新湊川警戒態勢においては，改修工事の施工業者が
水防活動の実施主体とされていることからすれば，同態勢により同施工業者におい
て水防活動を行う箇所と，原則どおり神戸市において水防活動を実施しなければな
らない箇所の分担については，水防管理団体たる神戸市が水防活動を実施する上
で，とりわけ重要な情報であるから，被告はこれを神戸市に連絡しておくべきであ
り，これを怠った場合には，河川管理の瑕疵が認められるというべきである。
              そこで，以下この点について検討するに，前記認定のとおり，神戸
土木事務所職員のＰは，平成１０年１０月１６日，神戸市の関係事務所（西部建設
事務所，中部建設事務所，長田消防署及び兵庫消防署）を訪れて，新湊川警戒態勢
の趣旨・目的・内容等について説明し，その後も，同態勢が更新される都度，神戸
土木事務所職員はこれを神戸市の関係事務所に送付していたもので，本件溢水当日
に適用されていた平成１１年５月に改訂された同態勢についても神戸市の関係事務
所に送付されていたし，その中には，本件溢水箇所である兵庫６工区の土のう積み
は記載されていないことが認められる（乙３の２頁）。また，前記認定のとおり，
神戸土木事務所は，同年５月１３日，神戸市建設局，消防署等と合同で本件事業区
間における水防演習を実
施し，同年６月７日には，水防連絡会を開催し，神戸市建設局の職員出席の下，同
事務所災害復旧室の佐々木室長が，新湊川につき，第１次溢水を踏まえて重要水防
区域指定基準が「要注意区域」から，最も重要度の高い「水防上最も重要な区域」
に指定されたこと，新湊川における水防活動として水防柵への積み土のうの対策を
採る必要があること，及び新湊川警戒態勢と工事の進捗状況について説明したこと
が認められる。さらに，神戸土木事務所は，本件溢水の１１日前の同年６月１８
日，神戸市との間で河川改修事業の打合せ会議を開催し，神戸市建設局職員らの出
席の下，同事務所職員のＱが，新湊川について，当時の各工区の施工状況，施工完
了箇所等について，図示して説明したことが認められ，かかる図には，兵庫６工区
が工事中ではないこと
が示されていた。
              また，前記認定のとおり，神戸土木事務所は，本件溢水当日も，新
湊川警戒態勢の発令について，逐一神戸市の関係機関（建設局，西部建設事務所，
中部建設事務所，兵庫消防署，長田消防署）に連絡していたことが認められる。
              このように，被告職員は水防管理団体である神戸市に対して，兵庫
６工区が当時工事中ではないこと及び新湊川警戒態勢の適用がないことについて説
明していたものと認められ，前記のように水防に関する第１次的責任が神戸市にあ
ることからすれば，神戸市は兵庫６工区が原則どおり自らによる水防活動が予定さ
れていた箇所であることを十分知り得たものといえる。しかも，被告（神戸土木事
務所）は，本件溢水当日も，同態勢の発令について，神戸市の関係事務所に逐一報



告していたのであるから，河川管理者として水防に関して十分な情報伝達をしてい
たものというべきである。
              よって，被告において上記連絡義務の懈怠は認められず，この点に
ついて被告に河川管理の瑕疵は認められない。
        (ウ)  本件溢水当日の水防活動について
            原告らは，被告は本件溢水当日において本件溢水を予見することがで
きたのであるから，積極的に水防活動を実施すべきであるのに，これを怠ったこと
が河川管理の瑕疵にあたると主張する。
            しかしながら，上記のとおり，水防に関する第１次的責任は，水防管
理団体たる神戸市にあるというべきであり，水防法等の規定からすれば，河川管理
者が水防に関して法的な責任を負うのは，上記水防上留意すべき事項に関する助
言・勧告のほか，河川管理者として求められる河川管理施設としての堤防からの漏
水対策，護岸の洗掘や亀裂，崩壊対策など，河川管理施設の機能の維持が同時に水
防活動にあたる場合に限られるというべきである。
            そして本件では，護岸自体に何の支障も生じていなかったのであり，
かかる場合に河川管理者が直接水防活動を実施しなかった，あるいは水防活動が遅
れたことをもって，河川管理の瑕疵にあたるとはいえない。
            よって，本件溢水を予見し得たか否かにかかわらず，直接水防活動を
実施しなかったことそのものについて，被告が河川管理者として責任を負うことは
ないのであるから，かかる点についても，被告に河川管理の瑕疵は認められない。
    (2)  小括
        よって，河川管理の瑕疵に関する原告らの主張は，いずれも理由がない。
  ３  結語
      以上の次第で，原告らの請求はその余の争点について判断するまでもなく理
由がないからこれを棄却することとし，よって，主文のとおり判決する。
          神戸地方裁判所第４民事部
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